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第１部 総 論 

 
 

村の「これから」を共に切り拓いていくために 

 
 

１ 計画策定の趣旨 

 

大潟村では、「住み継がれる元気な大潟村‐未来の子どもたちのために‐」を将来像とす

る第 2 期大潟村総合村づくり計画を策定し、基本目標のもと豊かな自然と農業資源を活か

した産業の振興、誰もが安心して暮らせる地域社会の形成、そして村民が郷土に誇りと愛着

を持てる村づくりを進めてきました。 
 

一方で、近年は人口減少、少子高齢化、社会経済情勢の変化に加え、社会環境は大きく変

化しています。こうした中で、村民一人ひとりの暮らしに寄り添い、将来世代に誇れる大潟

村を築いていくための、より一層の創意と協働が求められています。 
 

現在の第２期計画が令和 7 年度で終了することを機に、村づくりを担う多くの主体と共

に地域の魅力を高め、村の未来を切り拓いていく方向性を明らかにする新たな「道しるべ」

として第３期大潟村総合村づくり計画を策定し、村内外とのつながりや活力のさらなる発

展を遂げる「新たな 8 年」をつくっていくために、村民と行政が共に行動する村づくりを

推進します。 
 

なお、計画の推進にあたっては、健全な財政運営に努めるとともに、計画の進捗状況及び

成果を検証しながら、村民・地域等、多様な主体がそれぞれの役割を共有し、協働の村づく

りを進めることで、まちの活性化を図り、村の魅力をさらに高めていきます。 
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２ 第３期大潟村総合村づくり計画について 

 

（１）計画の構成・計画期間 

本計画は、行政運営の基軸として基本構想・基本計画・実施計画の３つの計画により構成

されており、それぞれの計画が、相互に目的と手段の関係でつながる三層構造の計画体系を

構築します。  

また、村を取り巻く現況・課題を踏まえ、村民と行政が連携、協働して地域資源を活かし、

村の活力や魅力を高め、今後の村づくりの方向性と必要な施策・事業を示し、一人ひとりが

村づくりに主体的に参画・協働するための共通目標となります。  

「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の概要と期間は以下のとおりです。  
 
  

図表 「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の概要及び計画期間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［基本構想］    令和  8 年度 ～ 令和 15 年度 （8年間） 

［基本計画］ 前期 令和  8 年度 ～ 令和 11 年度 （4年間） 

       後期 令和 12 年度 ～ 令和 15 年度 （4年間） 
 
 

長期的な視点に立った村政の総合的かつ計画

的な経営指針となるもので、これからの村づく

りにおける「基本方針」に基づき、８年後に

「目指すまちの姿」を明らかにしたうえで、そ

の実現に向けた「村づくりの基本目標」を明ら

かにします。 

基本構想 

基本構想で定めた「目指すまちの姿」を実現

するため、「村づくりの基本目標」に基づき、

推進すべき「施策内容」を総合的かつ体系的に

示すとともに、取り組みのねらいや効果を検証

しやすくするため、目標指標を定めます。 

なお、変化の激しい時代に柔軟に対応し、あ

る程度の期間で見直しができるよう、前期と後

期に区分し、その期間を 4年間としています。 

基本計画 

基本計画で示した施策を実現するための具体

的な事業計画を示すもので、村の財政状況や緊急

性などを勘案しながら、毎年度見直しを行いま

す。 

実施計画 

計 画 

期 間 

・村づくりの基本方針 

・目指すまちの姿 

・村づくりの基本目標 

・基本目標の施策 

・横断的戦略（創生戦略） 

2



  

 

 
 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、村政の最上位計画に位置づけられ、村づくりの基本方針や基本的な行政の取り

組みを体系的に定める計画です。 

また、これまでの村づくりの成果や社会潮流、村を取り巻く状況や課題を踏まえ、各分野

で策定する個別計画は、本計画で示す基本方針や目指すまちの姿・施策目標の実現とともに、

社会情勢や制度改正に的確に対応するため、より具体的な施策・事業計画と位置づけます。 
 
 
 

（３）持続可能な社会の実現を地域の目線で行動していくために 

【 SDGsによる目標との関連付け 】 

SDGs（Sustainable Development Goals）とは、地球上の「誰一人取り残さない」社会

の実現を目指し、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030

アジェンダ」にて記載された 2016年から 2030年までの国際目標です。 

SDGsの目標（17のゴール）は、世界共通の目標であり、本計画においてもこうした流

れを踏まえ、各施策に SDGs の目標を関連付け、計画の推進を通じて、持続可能な村づく

りに向けて取り組むこととします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、SDGsは、2030年までの国際目標ですが、2030年以降の“ポスト SDGs”に向

けて、一人ひとりのウェルビーイングの向上につながるよう多様な主体が垣根を超え、協創

力を発揮していくことで、次世代につなぐ地域社会の土台を築いています。 
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３ 村を取り巻く現状と課題 

 

（１）人口推移 

本村の年齢３区分別人口の推移をみると、15歳未満は、分析対象期間を通じて減少が

続き、このことは、将来的に生産年齢人口である 15～64 歳の減少、ひいては次世代の

年少人口のさらなる減少を招く一因となるとみられます。 

また、年齢 3 区分別での人口割合を比較すると、15 歳未満の割合が低下する一方で、

65歳以上の割合は高齢化や長寿化の進展に伴い年々増加しており、平成 17年（2005）

には、15歳未満人口が 65歳以上人口を下回っています。 

さらに、15～64歳の生産年齢人口の割合は減少推移が続くものと見込まれており、将

来的には 65歳以上の割合を下回ると推測されます。 
 
 
 
 

図表 総人口・年齢 3 区分人口割合の推移 
（昭和 55 年（1980）～令和 42 年（2060）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※平成 2 年～令和 2 年は国勢調査人口（総人口は年齢不詳を含みます） 

資料 平成 2 年～令和 2 年：国勢調査・令和 7 年以降：国立社会保障・人口問題研究所（令和 5 年 12 月推計） 
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（２）自然増減・社会増減による人口動態 

本村の出生・死亡の状況（自然動態：平成 22年（2010）～令和 3年（2021））を

みると、自然増減（出生数-死亡数）については、平成 24年（2012）以降、死亡数が出

生数を上回る「自然減」が続いています。 

また、転入・転出の状況（社会動態：平成 22年（2010）～令和 3年（2021））を

みると、社会増減（転入数-転出数）については、各年で増減しているため傾向は一定で

はありませんが、平成 24年（2012）、平成 27年（2015）、令和 3年（2021）には、

転出数が転入数を上回る「社会減」により、30人以上減少しています。 

こうした自然増減（出生数・死亡数）、社会増減（転入数・転出数）の推移から、本村

での人口移動は、区間全体としては人口減少の年次が多くみられ、平均－29.5 人/年の

人口減となっています。 
 
 

図表 出生・死亡の状況（自然動態） 
（平成 22 年（2010）～令和 3 年（2021）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図表 転入・転出の状況（社会動態） 
（平成 22 年（2010）～令和 3 年（2021）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

資料 人口移動統計 
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（３）労働力・就業状況の推移 

国勢調査による本村の労働力人口は、平成 22 年（2010）以降、徐々に減少しており、令

和2年（2020）の労働力人口は1,978人、労働力率は75.2％となっています。 

今後も労働力率が同水準で推移した場合、本村全体の労働力は、人口減少とともに低下し、

就業者数も減少していくことが想定されます。 
 
 

図表 労働力人口・労働参加率 

（平成 2 年（1990）～令和 2年（2020）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 国勢調査 
 
 

産業別（3 区分）就業人口の推移をみると、第 1 次産業の就業人口は、平成 12 年

（2000）の 1,626人をピークに、令和 2年（2020）には 1,458人へと減少傾向に

あります。第 2次産業の就業人口は、平成 2年（1990）の 29人から令和 2年（2020）

の 45人へと微増しています。第 3次産業の就業人口は、平成 17年（2005）には 424

人へと減少したものの、以降は各年で増減しており、令和 2年（2020）には 460人

となっています。 
 
 

図表 産業別就業人口の推移 

（平成 2 年（1990）～令和 2 年（2020）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※就業人口の合計は、分類不能を除きます    資料 国勢調査 
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（４）村内総生産・経済規模 

秋田県市町村民経済計算による、平成 23年度（2011）以降の※村内総生産は各年で増

減しながら期間平均 18,900.5百万円で推移し、令和 4年度（2022）における村内総生

産額は、17,983百万円、人口一人当たりの総生産は 6,212千円となっています。 

また、産業別の村民総生産では、農業が 4,755百万円で最も高くなっています。 
 

図表 村内総生産の推移 

（平成 23 年度（2011）～令和 4 年度（2022）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

※村内総生産： 
村内で一定期間（1年間）に生み出された財やサービスの総額を指します。これは、その地域の経済規模や活力を示す重要

な指標であり、国内総生産（GDP）の市町村版と考えることができます。 
 
 

秋田県市町村民経済計算によると、平成23年度（2011）以降の※村民所得は各年で増減

しながら、期間平均9,073.0百万円で推移しています。平成30年度（2018）以降は、緩

やかな減少傾向がみられ、人口一人当たり村民所得も同様の傾向を示しております。 

なお、令和4年（2022）の村民所得は7,668百万円、人口一人当たり村民所得は2,649

千円となっています。 
 

図表 村民所得・人口一人当たり村民所得の推移 
（平成 23 年度（2011）～令和 4 年度（2022）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 秋田県市町村民経済計算 

※村民所得： 
村内で働く人々が 1年間に生み出した価値（付加価値）がどれだけ村民（個人だけでなく、企業や政府等を含む）に還元
されたかを示す指標であり、地域経済や社会の健全性を評価するうえで重要な指標となります。 
例えば、ある村内の企業やサービス業が 1年間で生産した価値が、その企業のオーナーや従業員、地域社会にどのように
分配されたかを示すといえます。分配が公平であれば村民所得も高くなり、逆に不公正な分配では村民所得は低下する可
能性があります。 

度 

度 
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問4 前問の幸福度(0～10点)を判断する際に重視したこと

ｎ=381

 
 

４ 村民アンケートの結果概要 

 

《 一般村民調査概要 》 

○ 調査対象：大潟村にお住まいの 18歳以上の方 

○ 抽出方法：調査対象より 1,000名を無作為抽出 

○ 調査期間：令和 6年 10月 

○ 調査方法：郵送配付・回収、WEBアンケート 

○ 回収率：38.4％（1,025票/394票 有効票：381票） 
 
 

（１）幸福度 
 

◎ 幸福度について、「8点」が 22.8％と最も高く、点数の分布は 5点から９点を

中心に分布しています。 

◎ 幸福度を判断する際に重視したことは、「家計の状況（所得や消費）」が 58.8％と最も高

く、次いで「健康状態」（12.1％）、「家族関係」（49.1％）となっています。 
 
 

図表 幸福度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 幸福度を判断する際に重視したこと 
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ｎ=381（％）

低 高

平均：6.92点 
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51.4 29.4 12.9

3.1 3.1

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 100.0％

ずっと住むつもりである 当分転出するつもりはない

そのうち転出したい 近いうちに転出する

無回答

ｎ=381

 
 

（２）暮らしやすさ 
 

◎ 暮らしやすさについては、「どちらかといえば暮らしやすい」が 53.3％と最も

多くなっています。 

◎ 総合的な暮らしやすさを 4段階で指数化した値は、3.02点であり、前回調査（令

和 3年度 平均：3.06点）よりも 0.04ポイント下回っています。 
 
 
 

図表 暮らしやすさ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

低 
 

高 

                     
                     

1 

暮らし
にくい 

  2 

どちらかといえば 
暮らしにくい 

 3 

どちらかといえば 
暮らしやすい 

  4 

暮らし
やすい 

 
 

（３）定住意向 
 

◎ 定住意向については、「ずっと住むつもりである」が 51.4％と最も多くなって

います。 

◎ 総合的な定住意向を 4段階で指数化した値は、3.33点であり、前回調査（令和

3年度 平均：3.44点）よりも 0.11ポイント下回っています。 
  
 

図表 定住意向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 低  高  

                       
                       

1 

近いうちに 
転出する 

 2 

そのうち転出したい 

 3 

当分転出する 
つもりはない 

 4 

ずっと住む 
つもりである 

 
 

3.33 

24.7 53.3 15.0

3.9 3.1

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 100.0％

暮らしやすい どちらかといえば暮らしやすい

どちらかといえば暮らしにくい 暮らしにくい

無回答

ｎ=381

3.02 
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（４）村の取り組みに対する評価 
 

◎ 村が優先的に取り組むべき重点分野（下記図表 範囲Ⅰ）としては、“農家所得”、

“農業経営”といった農業を中核とする本村の産業振興をはじめ、これからの長寿

社会を支える“地域包括ケアシステム”の他、“八郎湖の水質改善”や“公共交通”

といった恒常的な課題が挙がっています。 

  
図表 大潟村の取り組み（満足度・重要度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｎ＝381 

満 足 度 

重

要

度 

農家所得の向上・

農業経営の安定化

高収益作物の生産・農産物

加工品ブランド化

環境創造型農業の推進

農業生産基盤の整備・更新、

農村環境の保全

商工業の振興と起業支援

観光の振興

安心して子どもを産み育てられる環境の構築

可能性に挑戦するひとを

育む学校教育の推進

地域を担う人を育む生涯学習の充実

健康とコミュニティを育む

生涯スポーツの充実

健康づくりの推進

地域福祉の充実・地域包括

ケアシステムの構築
高齢者福祉の充実

障がい者(児)福祉の充実

人権意識の醸成

自治会活動・各種団体への支援

移住・定住の促進

出会い・結婚の希望を

かなえる仕組みづくり

豊かな自然環境が守られる取り組み

地球温暖化対策の普及・啓発

循環型社会への取り組み

環境美化と環境衛生の推進

八郎湖の水質改善

災害に備えた村づくり

安全・安心な暮らしの確保

(交通安全・防犯対策など)

インフラ整備(道路 

上下水道など)

ICT活用した情報配信の促進

ニーズに即した公共交通の確立

協働意識の醸成と村づくりへの参

加機会充実

公共施設等、村有財産の有

効活用・適正管理

将来を見据えた行財政改革

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60

優先的に

取り組むべき

重点分野

Ⅰ

満足度：低

重要度：高

Ⅱ

満足度：高

重要度：高

村の“強み”

である

攻勢分野

Ⅲ

満足度：低

重要度：低

満足度を

高める

必要のある

課題分野

満足度を

維持する

必要のある

持続分野

Ⅳ

満足度：高

重要度：低

○ 産業振興

■ 子育て・教育

△ 保健・医療・福祉

◆ 地域・コミュニティ

＊ 環境・エネルギー・衛生

◇ 防災・安全・安心

● 協働・行財政

重要度平均

3.80 

満足度平均

2.59 
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５ 時代認識とこれからの村づくりの主な課題 

 

本村を取り巻く環境は、社会経済の動向や時代の変化とともに刻々と変化し、不確実で将

来の予想が難しい状況の中、変化に柔軟に対応し、村民と行政が協働・連携した村づくりを

推進していく必要があります。 

そこで、本村を取り巻く時代潮流、環境を認識し、新たな「村づくり」に求められる視点

を整理します。 
 
 

（１）人口減少・少子化・長寿社会 

［ 時代認識 ］ 

我が国の人口は、少子化や長寿社会を背景に、今後も減少が続くと見込まれており、人口減

少に伴う地域や産業の担い手不足による地域活力の低下などが懸念されます。この対応策と

して、今後の人口規模や世帯構造に応じた取り組みが求められます。 

また、少子化の進行に伴い、安心してこどもを産み育てることができるよう、妊娠から出産、

子育てに至るまで、切れ目のない支援体制を整えるとともに、※ジェンダーギャップの解消や
※ワーク・ライフ・バランスを図り、女性の活躍を後押しできる社会の形成が求められていま

す。 

一方で、平均寿命の延伸に伴い、我が国は長寿社会、人生100年時代を迎え、健康づくり

や介護予防と併せて、全ての世代が活躍し続けられる社会の実現が求められています。 
 

※ジェンダーギャップ： 

男女の違いにより生じる格差のこと。 

※ワーク・ライフ・バランス： 

仕事と生活の調和。 

 
 

［ 本村に求められる取り組み ］ 

○ 国立社会保障・人口問題研究所による本村の将来人口の見通し（令和５年 12 月推計

公表）では、2040年には 2,128人と見込まれ、労働力や地域経済の縮小、地域機能

の低下等、人口や世帯構造の変化がもたらす諸課題に、地域全体で取り組んでいく必

要があります。 

○ 出産、子育てができるよう、切れ目のない支援の充実を図り、多様化する暮らし方に対応

した子育て環境づくりが求められます。 

○ こどもの健やかな成長とともに、その過程において、地域への愛着や社会感覚を身に

つけるなど、学校・地域・家庭が一体となってこどもを育成する環境づくりが必要と

なります。 

○ 村民が村づくりの主体として積極的に参画できるよう、地域課題の解決やコミュニテ

ィの充実を図るための仕組みづくりに、村民と共に取り組むことが求められます。 
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（２）産業構造・地域経済環境の変化 

［ 時代認識 ］ 

産業構造においては、生産年齢人口の減少に伴う労働力の確保が課題となっており、多

様な担い手の確保が求められています。また、こうした働き手の活躍を支えるため、「働き

方改革」が進められています。 

また、地域経済の動向については、新型コロナウイルス感染拡大の影響から持ち直しの

動きがみられる一方で、ウクライナ問題等により、原油価格、物価が高騰するなど、予断

を許さない状況が続いています。 

さらに近年の急速な先端技術の進展により産業構造が大きく変化する中においては、※

ICTをはじめとしたデジタル技術を活用し、地域の特性を活かした新たなビジネスの振興

によって利益を上げる経営力の醸成を図るなど、地域経済の回復に向けた取り組みを強化

する必要があります。 
 

※ICT： 

情報通信技術のこと。コンピュータやインターネット、携帯電話、衛星通信などの技術を用いて、情報の取得・処

理・保存・伝達を行う技術の総称。 
 
 

［ 本村に求められる取り組み ］ 

○ 後継者の不足や、村での仕事の選択肢が少ないといった状況が課題として認識されて

います。そのため、担い手や後継者の育成といった労働力の確保とデジタル技術を活

用した業務の効率化に加え、観光客や移住希望者を引き寄せるプロモーション活動も

重要です。さらに、外部人材の活用、官民連携など、新たなつながりを通じた「仕事

おこし」に取り組み、地域に新たな活力を創発していくことが求められています。 

 
  
 
 
 
 

（３）国土強靭化・安全安心に対する関心の高まり 

［ 時代認識 ］ 

東日本大震災や令和 6年能登半島地震といった地震災害や、令和元年東日本台風（台風

第１９号）や土砂災害等の近年頻発している大規模な自然災害、新型コロナウイルス等の

感染症は、地域での暮らしや経済に想定外の影響を与えるなど、我々の生活に大きな被害

をもたらしています。 

また、特殊詐欺やインターネットによるトラブルなど、地域の防災・防犯等に対する不

安が高まっています。 

そのため、様々な危機から生命や財産を守るとともに、経済社会が致命的な打撃を受け

ることなく災害復旧に迅速に対応できる強靭な基盤、誰もが安心して暮らせる地域づくり

が求められます。 
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［ 本村に求められる取り組み ］ 

○ 安全・安心な暮らしを確保していくためにも、地域全体で見守り、支え合う社会づく

りや自らの安全を自らが守るための取り組みが不可欠になってきています。 

○ 想定される様々な自然災害に対して人的被害を抑える取り組みや被害を最小化し、早期

復興を可能とするための減災対策、強靭化に向けた取り組みが引き続き求められます。 

 
 
 
 

（４）多様性の受け入れ・地域共生社会の形成 

［ 時代認識 ］ 

社会の様々な分野では、今なお固定的な性別役割分担意識や、男女格差が残り、女性の

社会参画は徐々に進展しているものの、依然として十分とはいえない状況にあります。 

そのため、こうした格差解消に向けた取り組みを家庭や職場、地域など、社会のあらゆ

る分野で推進する必要があります。 

また、年齢や性別、国籍、障がいの有無等による違いを認め合い、一人ひとりの価値観

に基づいた多様な生き方を尊重し、個性や能力を発揮できる※地域共生社会の実現が求め

られます。 
 

※地域共生社会： 

年齢や性別、国籍、障がいの有無等に関わらず地域で暮らす全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らし、生きが

いを共に創り、高め合うことができる社会のこと。 

 

［ 本村に求められる取り組み ］ 

○ 多様性を受け入れ、村民一人ひとりが、個性と能力を発揮できるよう、互いを認め合うこ

とができ、孤立や疎外感を受けることがない地域共生社会の形成が求められています。 

○ 多様な文化や違いを受け入れられる環境は、新たな交流にもつながることから、国内

外の文化交流を積極的に進めていきます。 

 
 
 

（５）脱炭素・自然環境の保全に向けた取り組み 

［ 時代認識 ］ 

地球温暖化や生態系の崩壊、資源の枯渇などによって、地球規模で環境に対する意識が

高まっています。国の「※2050年カーボンニュートラル宣言」を受け、脱炭素社会実現へ

向けて限られた資源の有効活用に努め、環境に過度な負荷を与えない社会システムの確立

が求められています。 

こうした環境問題は一人ひとりの生活様式に起因するという意識を高め、限りある資源

やエネルギーの有効活用、貴重な自然環境の保全について考え、暮らし方を見直すなど、

環境に配慮した対応が必要とされています。 
 

※2050年カーボンニュートラル宣言： 

2050年までに、排出される二酸化炭素などの温室効果ガスを植林や森林管理によって、吸収・除去し、排出量をプ

ラスマイナスでゼロにするカーボンニュートラルを目指す宣言。 
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［ 本村に求められる取り組み ］ 

○ 令和 3 年（2021）2 月に、2050 年までに太陽光など自然エネルギーの利用を実質

100％にすることを目指す「※大潟村ゼロカーボンシティ宣言」、令和７年（2025）

６月には生物多様性の損失を止め、生態系による恵みを維持・回復させ、自然資本を

守り活かす社会経済活動である「※ネイチャーポジティブ宣言」を県内で初めて表明

しています。 

○ 基幹産業である第 1次産業が、自然環境の恩恵によって成り立っているという認識の

もと、引き続き環境に配慮した行動が求められます。 

 

 

※大潟村ゼロカーボンシティ宣言： 

地球温暖化の防止や持続可能な社会づくりを目指して、村全体での二酸化炭素（CO₂）排出削減に積極的に取り組むこと

を宣言したもの。 
※大潟村ネイチャーポジティブ宣言： 

ネイチャーポジティブとは 2030生物多様性枠組実現日本会議（J-GBF）が進めている「自然再興」の理念のもと、生物多

様性の損失を止め、自然を回復させることであり、企業、地方公共団体、NGO等がその第一歩として、「ネイチャーポジテ

ィブ宣言」を表明することでその実現を図る。 
 
 
 
 

（６）デジタル社会への対応 

［ 時代認識 ］ 

近年の ICT分野における技術革新は目覚ましいものがあり、世界中で急速に浸透してい

ます。とりわけ※スマートデバイス等の普及は、社会経済活動や人々の暮らしに大きな変化

をもたらしています。 

地方自治体においては、日々の生活の中で、こうしたデジタル社会の恩恵を受けられる

ようにするためにも、デジタル技術やビッグデータを活用した行政サービスの向上、業務

の効率化を図り、高度情報社会に対応した基盤を整備していく中で※デジタル・トランスフ

ォーメーション（ＤＸ）を推進し、※スマート自治体への転換を図っていく必要があります。

また、デジタル技術を利用できる人とそうでない人との間に情報格差が生じないよう、「誰

一人取り残さない」、「人にやさしいデジタル化」に向けた取り組みが求められます。 

※スマートデバイス： 

パソコンのような従来からある汎用のコンピュータ製品以外で、通信機能やコンピュータを内蔵し、ソフトウェアに

よる高度な情報処理機能を利用できる電子機器の総称。 

※デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）： 

単なるデジタル化や ICT（情報通信技術）の活用ではなく、デジタル技術を手段として用い、事業や働き方に変革を

もたらすこと。 

※スマート自治体： 

ソフトウェアロボットなどの技術を駆使して、定型的な業務を自動化したり、共通基盤を用いて効率的にサービスを

提供したりすることを可能とした自治体のあり方のこと。 
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［ 本村に求められる取り組み ］ 

○ 新たな情報化社会がもたらす利点を十分に活用できる基盤を整備するとともに、情報

格差を解消し、村民が平等に ICTの恩恵を受けられるよう、利用者をきめ細やかにサ

ポートする体制が求められます。 

 

 
 
 
 

（７）不確実で将来予測の難しい時代への対応 

［ 時代認識 ］ 

前項までに示したように、人口減少や国際情勢、気候変動、技術革新など、これまでの暮

らしや社会経済の仕組み、価値観を根底から揺るがすような変化の潮流が渦巻き、将来が不

確実で予測がつかない時代となっており、変化への柔軟な適応力と、仕組みや制度にとらわ

れず、多様な人や組織が連携して対応する社会システムが求められています。 
 

［ 本村に求められる取り組み ］ 

○ 今後の村づくりや行財政運営にあたっては、スピード感を持って取り組むほか、職員

でなければできない業務に特化できる柔軟で効率的な組織体制を整えるなど、地域に

とって最適な施策を展開する必要があります。 

○ 持続的な財政運営が可能となるよう老朽化が懸念される公共施設等の適正な維持管理や

統廃合を図るなど、安定した財政力の維持・向上に努めていく必要があります。 
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グリーン フロンティア おおがた 

 

第２部 基本構想 

第１章 村づくりの基本方針 

  

 

  

大潟村は、戦後の食糧増産を目的に国家的プロジェクトである八郎潟干拓事業によ

って誕生し、これは日本の復興と国際社会への復帰を象徴するものでした。湖底に姿

を現した大地に村が築かれた昭和 39 年（1963）は、東京オリンピックや東海道新

幹線の開通など、日本が世界に飛躍した年でもあります。 

 

村創立以来、農政に翻弄されながらも大潟村は農業生産を基盤に、農業資材や機械、

農産物の加工・流通・販売、さらには再生可能エネルギーや金融、観光など農業とも

関連しつつ多様な産業を育み、一大産業集積地として発展してきました。耕作放棄地

を一切出すことなく、食糧生産に尽力し、農業と環境・福祉・教育の連携を進めてき

たことは、村の誇りです。 

 

そして今、第３期大潟村総合村づくり計画において、平成 26 年（2014）村創立

50 周年の節目に掲げた「大潟村未来宣言」の理念を継承し、「グリーン フロンテ

ィア おおがた」を新たな村づくりの基本方針として、農業を核に多様な産業が連携・

結集し、環境・福祉・教育の相互連携を推進するとともに、大学の知見も活かして新

たな価値を創出しながら、日本農業の未来を切り拓く持続可能な地域づくりと社会の

発展を目指していきます。  
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【産業】 

農業の未来へ 

大潟村は、農業を核とした地域産業のさらなる集

積を目指します。地球温暖化や食料安全保障といっ

た地球規模の課題に対し、「みどりの食料システム

戦略」や「スマート農業」、「GX（グリーントラン

スフォーメーション）」を推進し、環境と調和した

持続可能な力強い農業を展開します。 

村では農業生産を基盤として、資材、機械、加工、

流通、金融、観光など幅広い産業が発展してきまし

た。今後も産業間の連携を一層進め、地域農業と関

連産業のさらなる発展と企業の集積、新たな価値の

創出を図ります。 

【環境】 

環境と共に、 

ＧＸの実現にむけて 

大潟村は、農業を基盤とした人々の生活と野鳥を

はじめとする多様な生物が共存する湿地性里山環

境を維持し、自然との共生を重視した地域づくりを

進めます。生態系の保全、循環型社会の実現、再生

可能エネルギーの導入拡大、そして脱炭素社会への

貢献は、持続可能な未来への責任ある行動です。 

脱炭素先行地域として、2030年までに村中心エ

リアにおける太陽光及びもみ殻バイオマスを活用

した地域エネルギーの地産地消により、地域の自然

資源の活用と地域経済の活性化を進める自然エネ

ルギー100%の村を目指していきます。 

【福祉】 

世代を超え支え合う 

安心の暮らし 

大潟村は、村民一人ひとりが安心して暮らせる地域

社会の実現を目指します。高齢者や障がい者を支える

地域包括ケアの充実、多世代が交流し支え合うコミュ

ニティの形成、そして健康づくりと予防医療の取り組

みを推進します。 

福祉と農業の連携を更に進め、農業を社会参加の場

の一つとして共生社会の実現を図り、誰も取り残すこ

とのない「日本一元気な長寿村」を目指します。 

【教育】 

学びが育む次世代の 

人材、活力ある地域 

教育は地域の未来をつくる力です。大潟村は干拓の

歴史や、農業と村づくりの歴史を学ぶ郷土教育を大切

にしながら、開拓者精神を引き継ぎ、次世代を担う人

材の育成に力を入れます。 

学校・家庭・地域が連携・協働し、こどもの成長を

地域全体で支える「こどもまんなか社会」を進め、こ

どもたちの可能性を最大限に引き出します。 

また、村民に多様な学習、スポーツの機会を提供し、

生涯を通じて多様な活動ができる環境を整え、地域コ

ミュニティの活性化を促進します。 

グ
リ
ー
ン 

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア 

お
お
が
た 
【
基
本
方
針
】 

※GX（グリーントランスフォーメーション）： 

環境負荷の軽減を目指し、デジタル技術や新しい取組みで社会や事業モデルを変革し、持続可能な社会
を実現すること。 
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第２章 目指すまちの姿 

 
少子高齢化が進行する中で、これからの村づくりのためには、一人ひとりが、厳しい社会

環境を認識し、それを乗り越えていくために、人や村を未来へ継承する持続可能な村づくり

を行っていくことが求められます。 

 

そこで、基本方針「グリーン フロンティア おおがた」をもとに、先人たちの開拓者精神を

受け継ぎ、村内外の多様な主体と共に新たな価値を創り出し、豊かな自然と人を育む、新た

な村づくりを推進します。これからも前向きな挑戦を続けることで、未来を拓き、希望あふ

れる大地を次世代へと確かにつないでいきたいという想いを込めて、今後 8年後に暮らして

いたい「目指すまちの姿」を、『継承と挑戦で未来を拓く 希望の大地』とし、分野ごとの基

本目標とともに、これからも村民の皆さんと共に、魅力あふれる村を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８年後の大潟村  「目指すまちの姿」  

継承と挑戦で未来を拓く 

希望の大地 

～グリーン フロンティア おおがた～  

基本目標１ 活力とにぎわいにあふれ、明日の農業（産業）を拓く村 

基本目標２ 希望育み、明るい未来を創る村 

基本目標３ 郷土に誇りをもち、社会性豊かな人を育む村 

基本目標４ いつまでも安心して自分らしく暮らせる村 

基本目標５ 豊かな環境を守り、安全で快適な暮らしを支える村 

基本目標６ 信頼と期待に応える行政、みんなで築く村 

 

[目指すまちの姿を実現するための分野別の基本目標 ] 
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第３章 村づくりの基本目標 

 

目指すまちの姿を実現していくために、分野ごとの基本目標として、次の６つを村づく

りの基本目標とします。 
 
 

基本目標１ 活力とにぎわいにあふれ、明日の農業（産業）を拓く村 

大潟村の基幹産業である農業を持続可能で競争力のある産業構造へさらに強化し、その

活力を未来へつないでいくために「グリーン アグリ バレーおおがた」を中核に、環境

と調和したスマート農業の普及を推進します。併せて高収益作物の拡大や複合経営を支援

するほか、令和 5 年（2023）に宣言した※「オーガニックビレッジ宣言」や、令和７年

（2025）に宣言した※「大潟村ネイチャーポジティブ宣言」の理念に基づき、環境創造型

農業を推進します。 

こうした持続可能な農業を推進し、村特有の資源を活かした商工業や観光を振興し、農

商工連携を強化することで地域経済の活性化と多様な雇用の創出を図ります。 

このような取り組みを通じ、活力とにぎわいにあふれ、明日の農業（産業）を拓く村づ

くりを目指します。 
 

※オーガニックビレッジ宣言： 

令和 5年 4月に大潟村が有機農業に地域ぐるみで取り組む産地「オーガニックビレッジ」となることを宣言し、有機農業の

普及や需要拡大に向け、生産技術の確立や PR活動等に取り組んでいくもの。 

 
※大潟村ネイチャーポジティブ宣言： 
ネイチャーポジティブとは 2030生物多様性枠組実現日本会議（J-GBF）が進めている「自然再興」の理念のもと、生物多

様性の損失を止め、自然を回復させることであり、企業、地方公共団体、NGO等がその第一歩として、「ネイチャーポジティ
ブ宣言」を表明することでその実現を図る。 

 
 
 
 
 
 

基本目標２ 希望育み、明るい未来を創る村 

少子化、人口減少が進む中で、将来へ希望をつなぐため、結婚を希望する若者への出会

いの機会創出や経済的支援を強化します。子育て支援では、妊娠から子育てまで、「おお

がたネウボラ」を中心とした切れ目のない支援体制を充実させ、地域協働による「こども

まんなか社会」を実現します。 

また、村外からの新たな活力を呼び込むため、移住希望者のニーズに応じた住環境の整

備をはじめ、ハード面やソフト面での支援を通じ、住んでみたいと思う魅力的な村づくり

を進めます。さらに「ふるさと納税」や、「ふるさと住民登録制度」の活用に向けた検討を

進め、関係人口の創出・拡大を図ります。 

このような取り組みを通じ、希望育み、明るい未来を創る村の実現を目指します。 
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基本目標３ 郷土に誇りをもち、社会性豊かな人を育む村 

変化の激しい時代を生き抜く力と、大潟村の歴史・自然に対する誇りを醸成するために、

学校教育においては、幼少期からの一貫した連携教育（園小中連携）や、※「コミュニティ・

スクール」の継続を通して、学習環境の充実を図り、豊かな学びと心身の成長を促し、社

会で自立し活躍できる人材となるよう村全体でこどもたちの成長を支えます。 

また、生涯学習や生涯スポーツを推進し、多様な世代間の交流と、生きがいづくりや心

の豊かさづくりを支援します。 

歴史・文化の継承では、干拓博物館を拠点に干拓の歴史と、その価値を次世代に伝えま

す。 

このような取り組みを通じ、郷土に誇りをもち、社会性豊かな人を育む村を目指します。 
 
 

※コミュニティ・スクール： 
学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、目標やビジョンを共有し、協働しながら子どもたちの豊かな成⾧を支
えていく「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。令和元年度から、村内の「大潟村立大潟こども園」「大潟村立大

潟小学校」「大潟村立大潟中学校」の３校園で、３つの分科会を持った１つの学校運営協議会を設置し、活動している。 
 
 
 
 
 
 

基本目標４ いつまでも安心して自分らしく暮らせる村 

全ての村民が健康で、複雑化した課題に対応できる地域共生社会の実現に向けて、生涯

を通じた主体的な健康づくりを推進し、生活習慣病の予防と重症化防止に努めます。 

また、高齢者や障がいのある方を含む全ての村民が地域で安心して生活できるよう多機

関協働による重層的支援体制を構築します。特に高齢者に対しては、介護予防と生きがい

づくりに資する多様な事業を実施し、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを進

めます。 

さらに、障がいの有無や性別、国籍等に関わらず、互いの尊厳が守られる人権尊重社会

を推進します。 

このような取り組みを通じ、いつまでも安心して自分らしく暮らせる村の実現を目指し

ます。 
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基本目標５ 豊かな環境を守り、安全で快適な暮らしを支える村 

村は「大潟村ネイチャーポジティブ宣言」に基づき、地球温暖化対策の推進、湿地性里

山環境と生物多様性の保全と価値について周知に努めます。また、村は脱炭素先行地域に

選定されており、自然エネルギー100％の村づくりに取り組むとともに、引き続き八郎湖

の水質保全に向けた活動も支援してまいります。 

生活基盤の維持に関しては、村創立時に整備されたインフラ施設の老朽化に対応し、計

画的な修繕・更新（長寿命化）を進めることで、将来的な財政負担の軽減と村民の安全・

安心な暮らしを確保します。 

また、自助・共助・公助の連携を強化し、災害時の強靭な防災体制の整備と、犯罪や事

故のない安全な生活環境の維持に努めます。 

このような取り組みを通じ、豊かな環境を守り、安全で快適な暮らしを支える村を目指

します。 
 
 
 
 
 
 

基本目標６ 信頼と期待に応える行政、みんなで築く村 

多様化する地域課題の解決し、住民の期待に応える村政運営を確立するためには、多様

な主体（産民学）との連携や協力がますます重要となっています。 

産業振興や子育て支援、環境対策、防災などの様々な施策等への多様な主体の参画と協

働をとおし、持続可能で魅力ある村づくりを進めます。 

行財政運営においては、限られた人員で質の高いサービスを提供するため、行政サービ

スのデジタル化や ICT活用による業務効率化を進め、長期的な視点で健全な財政運営を確

立し、信頼される行財政運営を目指します。 

このような取り組みを通じ、信頼と期待に応える行政を進め、参画と協働によるみんな

で築く村を目指します。 
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第３部 前期基本計画 

 
 

前期基本計画について 

 
 

１ 基本計画の目的と計画期間 

 

（１）基本計画の目的 

基本計画は、基本構想に掲げられた「目指すまちの姿」の実現に向けて、基本

目標の施策を円滑に推進するため、必要な個々の施策・事業の内容を体系的に示

すものです。 

また、今後村民と共に村づくりを進めるために、基本計画では施策ごとに村民

と共に行動する指針として「施策の方向性」「わたしたちにできること（村民・

地域・事業者に期待する役割）」を明示します。 
 
 

（２）計画期間 

計画期間は、令和 8年度～令和 11年度の 4年間の計画とします。 
 
  

22



  

 

 

２ 施策体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

継

承

と

挑

戦

で

未

来

を

拓

く 

希

望

の

大

地 

● 

● ● 

 

目指す 

まちの姿 

３-１ 郷土を育み、未来を切り拓く学校教育の推進（学校教育） 

３-２ 生涯学習と世代交流の促進（生涯学習） 

３-３ スポーツによる健康・交流づくり（生涯スポーツ） 

３-４ 干拓の歴史と文化の継承（歴史・文化） 

４-１ 生涯にわたる健康づくりの推進（健康づくり） 

４-２ 地域で支え合う福祉と交流の促進（地域福祉・居場所づくり） 

４-３ 高齢者の支援と生きがいづくり（高齢者福祉・介護保険） 

４-４ 一人ひとりが自分らしく暮らせる社会の実現（障がい者（児）福祉） 

４-５ 人権を尊重する社会の形成（人権意識） 

５-１ 自然環境の保全と脱炭素への挑戦（環境保全・地球温暖化対策） 

５-２ 景観保全と循環型社会の構築（循環型社会・環境美化） 

５-３ 八郎湖の水質改善（八郎湖） 

５-４ 住環境と生活基盤の整備（住環境・インフラ整備・公共交通） 

５-５ 災害に強い村づくり（防災） 

５-６ 防犯・交通安全の推進（防犯・交通安全） 

６-１ 協働と参画の村づくり（村民協働・参画・地域コミュニティ・自治会活動） 

６-２ 大学との連携、多文化共生の推進（大学連携・多文化共生） 

６-３ デジタル化と情報発信の強化（自治体ＤＸ・広報広聴） 

６-４ 信頼と期待に応える行政運営（行財政運営） 

１-１ 持続可能な力強い農業の推進（農業振興） 

１-２ 農業基盤の整備と農村環境の保全（農業生産基盤・農村環境） 

１-３ 商工・観光の活性化（商工業・観光振興・６次産業化） 

１-４ 新たな産業と雇用の創出（新たな産業・仕事・雇用の創出） 

２-１ 子育て支援と「こどもまんなか社会」の推進（子育て支援） 

２-２ 移住・定住の促進と関係人口の拡大（移住定住・関係人口） 

２-３ 出会いと結婚支援の充実（結婚支援） 

基本目標１ 活力とにぎわいにあふれ、明日の農業（産業）を拓く村 

基本目標２ 希望育み、明るい未来を創る村 

 

基本目標３ 郷土に誇りをもち、社会性豊かな人を育む村 

基本目標４ いつまでも安心して自分らしく暮らせる村 

基本目標５ 豊かな環境を守り、安全で快適な暮らしを支える村 

基本目標６ 信頼と期待に応える行政、みんなで築く村 
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基本目標１活力とにぎわいにあふれ、明日の農業（産業）を拓く村 

施策１-１ 持続可能な力強い農業の推進 

（農業振興） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 地域の特性を活かし、消費者に求められる安全・安心な農産物の生産・供給によ

り、豊かな自然環境に貢献するしなやかで強い、持続可能な農業基盤が構築され

ています。 
   

 施策を取り巻く環境 
 

○ 大潟村は、農業を営みながら豊かな自然環境を築き上げました。今では野鳥をはじ

め、多様な生物が共存する湿地性里山環境が確立されつつあります。これは、村の営

農が豊かな自然環境の形成に寄与してきたといえます。この豊かな環境を次代に引き

継いでいくために、持続可能な農業が求められています。 

○ 大潟村の基幹産業である農業は、開村から 60 年が経過し、農家戸数は減少傾向にあ

るものの、耕作放棄地を出さずに維持してきました。しかし、農業生産額の 95%以上

を水稲が占める村にとって、米の需給バランス、米価の変動は非常に大きな影響を与

えます。 

○ 経営リスク分散、農業所得向上のために複合経営の拡大を推進してきましたが、近年

の米価上昇により、主食用米へ回帰する動きも見られます。また、物価高騰による農

業資材や機械の価格高止まりなど、農業を取り巻く環境は大きく変化しています。 

○ こうした中で、次世代の担い手を確保し、魅力ある農業を継承していくためには、生

産コストの低減や農産物の高付加価値化など、時代の流れに柔軟に対応した施策が必

要です。 

○ 後継者の確保や担い手の育成のため、誰もが新たな挑戦をしやすい環境づくりを行う

とともに、※半農半 X も含めた多様な経営体への支援を充実させ、大潟村の農業を次

世代へつないでいく取組に努めます。 

※半農半 X：農業と他の仕事や趣味を両立するライフスタイル。 

  

■ 現況に関連するデータ 

  

 
■ この施策に関連する村民アンケート結果 

 (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

農家所得の向上・農業経営の安定化 20.0% 73.3% 

高収益作物の生産・農産物加工品ブランド化 17.1% 60.6% 

環境創造型農業の推進 21.5% 56.2% 

項目 出典

農業産出額 117.9 億円 102.4 億円 89 億円 102.1 億円 大潟村農業協同組合

農業経営体数 483 戸 482 戸 473 戸 464 戸 農業委員会

水田への高収益作物の作付面積 55 ha 58 ha 67 ha 52 ha 大潟村地域農業再生協議会

R6年R5年R4年R3年
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■ ワークショップでの提言 
後継者不足により農家の減少が深刻化する中、持続可能な農業の実現が強く求められていま
す。新規就農を促進するために、技術面や資金面でのサポート体制の強化を図ります。また、
後継者への支援を充実させ、農業の事業継承が円滑に進むよう法人化の推進なども図ります。 
これらの取り組みによって、多様な農業形態を育成し、地域農業の活性化と安定した発展を
目指します。 
 

 

 村の主な取り組み 

 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
農家所得の向上
と農業経営の安
定化 

・経営所得安定対策事業を活用した
農業所得の向上と安定化を図ると
ともに、生産基盤の要となる排水
対策への支援、戦略作物や野菜等
への支援を行うことで、収益性の
高い農業構造への転換を目指しま
す。 

○ 

・大規模農家経営実態調査 

・経営所得安定対策等推進
事業 

・戦略作物生産拡大事業 

・排水対策事業 

・野菜等生産振興対策 

2 
高収益作物生産
への挑戦 

・複合経営推進による経営リスク軽
減のため、高収益作物等の園芸作
物の生産拡大を図ります。 

○ 

・夢ある園芸産地創造事業 

・野菜等生産振興対策事業 

・高収益作物生産促進事業 

・民産学官連携による農業
振興推進事業 

3 

先端技術を活用し

た農業の生産効率

向上と環境に優し

い農法の開発 

・秋田県立大学や農業試験場などの
関係機関と連携し、スマート農業
技術の普及を図るとともに、環境
と調和した地球に優しい農村を目
指します。 

○ 
・民産学官連携による農業
振興推進事業 

・スマート農業推進事業 

4 
後継者の育成、 
生産組織の支援 

・後継者の育成を図ることで、基幹
産業としての農業の発展と維持に
努め、次世代へとつないでいく施
策を展開します。 

・経営形態が多様化していることか
ら、限定的な支援ではなく、すべて
の農業者が生産を維持・発展でき
る体制の構築を図ります。 

○ 

・農業後継者育成活動推進
事業 

・畑作生産組織等育成対策
事業 

・認定農業者協議会事業 

５ 
環境創造型農業
の推進 

・持続可能な農業を実現するため、
有機栽培をはじめとする環境と調
和した営農を推進します。 

○ 

・農業用使用済プラスチッ
ク適正処理支援事業 

・環境保全型農業直接支援
対策事業 

・大潟村有機農業推進事業 

・みどりの食料システム戦
略推進事業 

６ 
担い手の確保や
新規就農を推進
する取組 

・企業のみならず、個人においても
経営面積が拡大しており、人材確
保に向けた支援を行います。 

・新規就農や、半農半 Xも含めた多
様な経営体への支援を行います。 

○ 
・農業人材育成事業 

・経営継承・発展等支援事業 
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 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
環境や安全性に配慮した村の農産物を積極的に消費しましょう。 

【地 域】 
新たな就農者や後継者が地域に溶け込めるよう、温かく迎え入れ、支え合いましょう。 

【事業者】 
村の農産物や加工品の魅力を高め、国内外に安定的に供給できる体制を整えましょう。 
安心安全な農産物を生産しましょう。 

 
 

 目指す目標値 

 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 農業産出額 6年度 157.3億円 158億円 JA営農支援課 

2 新規就農者数 
（後継者含む） 

4～7 
年度 

6人 12人 秋田県新規就農調査 
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施策１-２ 農業基盤の整備と農村環境の保全 

（農業生産基盤・農村環境） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 農業の生産基盤及び美しい農村環境が整備され、安定的で持続可能な農業が推進

されています。 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 村内の農業生産基盤となる農地や農業施設は、関係機関と連携し適切な維持補修が実

施されてきましたが、多くの施設で経年劣化が顕著となっています。 

○ 幹線用排水路は国営かんがい排水事業により令和 24 年度まで改修が行われますが、

併せて着工されている支線用排水路の改良（県営事業）や、他の土地改良事業も含め、

物価高騰による資材費や事業費の増額が見込まれ、将来的な財政負担が増えることが

懸念されます。 

○ 今後も農業を持続的に振興するためには、計画的な改修と適切な維持管理を行い、農

村環境の保全に努め、次世代に引き継ぐ必要があります。 
 

 村の主な取り組み 

 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
農業生産基盤の
適切な改修と維
持管理 

・県、土地改良区が実施する農地・
農業水利施設等の改修と維持管理
に対して支援することで、農業生
産基盤の長寿命化を図ります。 

 

・団体営農業水路等長寿命化
事業 

・水利施設整備事業 

・水利施設管理強化事業 

・基幹水利施設ストックマネ
ジメント事業 

2 
国営・県営事業の
推進 

・国営かんがい排水事業「八郎潟地
区」と、附帯県営事業の円滑な実
施のため、関係機関との調整や、
十分な予算確保に向けた要望活動
を行います。 

 
・八郎潟地区土地改良促進事
業 

・国営附帯県営事業 

3 
共同活動による
農村環境の保全 

・農地の機能を最大限に活かし、環
境保全や治水など多面的機能の発
揮に向けて、地域ぐるみの共同活
動を支援し、生産と生活の場であ
る農地や地域資源など農村環境の
保全を推進します。 

 ・多面的機能支払交付金事業 

 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 

共同活動への参加を通じて、地域の農業基盤と農村環境を守りましょう。 

【地 域】 

農地、水路、農道などの地域資源を守るため、共同での保全管理活動に積極的に取り組み

ましょう。 

【事業者】 

地域の共同活動で必要となる工事などを担い、地域資源の保全に貢献しましょう。  
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施策１-３ 商工・観光の活性化 

（商工業・観光振興・６次産業化） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 商工業の活性化と観光振興により、地域の魅力と活気が生まれています。 

■ 村特有の風土、歴史、自然といった資源がブランド化され、体験・滞在型観光に

よる誘客促進と観光消費の拡大が図られています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 意欲ある商工業者に対して積極的に支援し、商工業の活性化と村の賑わいを推進する必

要があります。また、農商工連携による効果的なプロモーションや販売促進が必要です。 

○ 「桜と菜の花まつり」などの知名度のあるイベントは交流人口拡大に貢献しています

が、一方で多くの観光資源が十分に活用されていません。地域活性化のために、村独

自の風土、歴史、文化、自然といった魅力をブランドとして確立し、体験・滞在型観

光による誘客促進と観光消費の拡大が求められます。 

○ 「道の駅おおがた」などそれぞれの特徴を生かした管理運営により、大潟村の魅力向

上と集客向上に努める必要があります。 

○ 観光客増加には、村単独ではなく広域的な誘客戦略が不可欠であり、地域の特徴や村

の特性を活かした事業を協働で実施し、施策の充実を図る必要があります。 

  

■ 現況と課題に関連するデータ 

 

 

 
■ この施策に関連する村民アンケート結果 

      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

観光振興 19.2% 55.6% 

 
 

■ ワークショップでの提言 
村の観光振興を進めるにあたり、訪問者に自然観光など村独自の魅力を伝え、質の高い体
験を提供できる体制を整え、村全体のブランド力向上と持続可能な観光振興を目指します。 

項目 出典

観光入込客数 591,028 人 601,383 人 657,869 人 697,200 人 産業振興課

R3年 R4年 R5年 R6年
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 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
商工業の活性化
と事業後継者の
育成 

・村内事業所の経営の改善・発展を
支援するとともに、事業後継者の
育成、事業継承の推進に努めます。
また、利用者の利便性を図った商
業施設の維持管理と賑わいづくり
を進めます。 

○ 
・中小企業振興資金事業 

・商店街施設改修事業 

２ 
地域資源のブラ
ンド化と観光プ
ランの充実 

・大潟村の風土や歴史、文化、自然観
光など村独自の魅力や強みをブラ
ンドとして確立させ、訪れる観光客
に価値や魅力を感じてもらえるよ
う、体験に主眼を置いたプランを構
築し、観光入込客数の拡大に努めま
す。 

・周辺地域との横断的な連携によ
り、互いの地域特性やスケールメ
リットを生かした新たな観光ルー
トを構築します。 

○ 

・景観作物栽培推進事業 

・情報発信強化事業 
（観光モニターツアー） 

・ジオパーク推進事業 

３ 
村内施設やイベ
ントの魅力・集客
力の向上 

・地域と協働で魅力あるイベントを
開催するとともに、地域が主体と
なった観光・交流イベントの開催
を支援することで、国内外からの
観光客の誘客につなげます。 

・道の駅おおがたを観光の拠点とし
て位置づけ、指定管理者と連携し
て、施設機能の強化、環境整備を
進め、利用者の拡大を図ります。 

・道の駅おおがたやふるさと交流施
設、温泉保養センターなど村内施
設の適正な維持管理とニーズにあ
った施設整備を行います。 

○ 

・新米まつり inおおがた事業 

・桜と菜の花まつり推進事業 

・ふるさと交流施設整備事業 

・道の駅おおがた施設整備
事業 

・温泉保養センター施設整備
事業 

４ 

スポーツツーリ
ズムやグリーン
ツーリズムによ
る交流人口の拡
大 

・村のスポーツや自然、農業資源等
を活用したスポーツツーリズム、
グリーンツーリズムを推進し、交
流人口の拡大と地域経済の活性化
につなげます。 

○ ・交流宿泊等誘致推進事業 

５ 
多様な媒体を活
用した観光情報
の発信と PR 

・多様な媒体を活用し、村の自然や
イベントなど魅力あるコンテンツ
の発信を強化していきます。 

○ ・情報発信強化事業 

６ 
特産品の販売体
制の強化 

・観光誘客の拡大を目指し、村の特
産品をより多くの人々に知っても
らうため、観光・物産キャンペー
ンの充実を図ります。 

・旅行者の利便性向上と事業者の生
産性向上を目的に観光 DX を進め
ます。 

○ ・農産物販路拡大推進事業 

７ 

国内外への農産
物・加工品の販路
の開拓と流通の
確立 

・農産物・加工品の国内外に向けた
販路の拡大を推進します。 

○ 
・農産物販路拡大推進事業、 

・農産物・加工品輸出促進事業 
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番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

８ 
生態系公園を活
用した地域交流
拠点の整備 

・令和 7年度に県から譲渡された生
態系公園の維持管理を行います。
また、旧温室の効果的活用につい
て検討を進め、野外公園機能と相
乗効果が期待できる観光と地域交
流の拠点としての活用を図りま
す。 

○ ・生態系公園利活用事業 

 
 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 

村外の人に大潟村の魅力を伝えましょう。 

村内のお店やサービスを積極的に利用し、村外の人へ大潟村の魅力を伝えましょう。 

【地 域】 

訪れた人が「また来たい」と思えるよう、おもてなしの心で温かく迎えましょう。 

【事業者】 

村の様々な魅力を発信・PR しましょう。キャッシュレス化や多言語案内など受入体制

を整備しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 観光入込客数 6年度 697,200人 918,000人 観光入込客等統計調査 

2 宿泊客数 6年度 28,064人 30,900人 (株)ルーラル 

3 
交流宿泊等誘致件数(延べ
人数) 6年度 2,054人 3,200人 産業振興課 

4 SNSフォロワー数
(Instagram、X) 

6年度 3,236人 5,200人 産業振興課 
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施策１-４ 新たな産業と雇用の創出 

（新たな産業・仕事・雇用の創出） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 意欲ある起業家や事業者への積極的な支援を通じて、新たな産業の創出と企業の

成長が促進されています。 

■ 若者、女性、高齢者、障がい者、外国人など、多様な人材が活躍できる雇用の場

が確保され、持続可能な地域経済の発展につながっています。 

■ 企業誘致・集積、商店街への支援などが、産業の多様性につながっています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 進学や就職を機に村を離れた若者が帰ってきたいと思うためには、雇用の受け皿とな

る多様な職種の確保が不可欠です。そのため、企業誘致の推進と同時に、新たなビジ

ネスを生み出す起業・創業への支援が重要となります。 

○ 外国人労働者の雇用が企業で検討・実施されている中で、企業や外国人が抱える課題

を整理し、必要な情報提供をしていく必要があります。 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
       (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

商工業の振興と起業支援 7.1% 55.1% 

 

■ ワークショップでの提言 
村内での起業を促進するためには、起業のメリットを高めるとともに、サポート体制や事業
展開に必要な支援を充実させる必要があります。このため、食品加工、物流、飲食店などの企
業誘致を積極的に推進し、多様な産業の基盤を整えます。 
 

 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

１ 
多様な人材の確
保と起業・創業支
援の充実 

・企業やハローワーク、教育機関等
の様々な関係機関と連携し、若者、
女性、高齢者、障がい者、外国人
など多様な人材を活かした地元雇
用の創出に努めます。 

・起業に対する機運醸成や新たな起
業家の掘り起こしに加え、大潟村
で起業を希望する人を呼び込み、
起業を目的に移住・定住してもら
えるような支援体制の充実に努め
ます。 

○ ・起業支援事業 
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番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

２ 
企業誘致・集積の
推進と雇用の創
出 

・秋田県等との連携により、企業誘
致活動を進めます。また、既存の
企業誘致・集積に加え、用地の効
果的な活用方法を検討し、村内の
雇用創出と地域経済の発展を目指
します。 

○ ・西4丁目企業誘致推進事業 

３ 
特産品開発とブ
ランド化の推進 

・農業、商工業、観光業などとの連
携により村の強みを活かした商品
開発やブランド力の向上を図りま
す。また、効果的なプロモーショ
ンやセールスを展開し、販路開拓・
販売促進を支援します。 

○ ・ものづくりチャレンジ事業 

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
村の特産品、自然環境、文化・技術などといった資源を活かしたビジネスアイディアを
検討しましょう。 

【地 域】 
起業家や新たな働き手を温かく受け入れ、地域全体で応援する雰囲気をつくりましょう。 

【事業者】 
行政や関係機関と連携し、多様な人材が働きやすい職場環境の整備と魅力創出に取り組
みましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 中小企業数 6年度 72企業 75企業 税務会計課 *課税状況調査 

2 起業者数（累計） 6年度 1人 3人 産業振興課 

3 誘致企業の数（累計） 6年度 1企業 2企業 産業振興課 

4 
起業支援事業における創業後
の事業継続率（3年時点） 6年度 0％ 100％ 産業振興課  

5 ものづくりチャレンジ事業に
おける商品化件数 

7年度 0件 4件 産業振興課  
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基本目標２ 希望育み、明るい未来を創る村 

 

施策２-１ 子育て支援と「こどもまんなか社会」の推進 

（子育て支援） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 妊娠から出産・子育てまでの切れ目ない支援が行われ、安心してこどもを産み育

てられる環境が構築されています。 

■ こども一人ひとりが幸せを感じ、地域の良さを感じながら、地域全体が子育て家

庭を包括的に支える「こどもまんなか社会」が実現されています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 村は「おおがたネウボラ」をはじめ、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行

い、安心して子育てができる環境整備を進めていますが、少子高齢化による人口減少

が喫緊の課題となっており、支援制度の周知徹底や、移住者・子育て世帯同士の交流

促進、地域ぐるみの子育て支援体制強化が求められています。 

○ 教育・保育のニーズが高まり、特別な支援が必要なこどもも増える中で、一人ひとり

に寄り添った対応が必要です。こどもなかよし館の老朽化や放課後児童クラブの空調

設備不備などに対応し、こどもたちが安全・安心に利用できる環境を整える必要があ

ります。 

○ 世帯構成や働き方の多様化に伴い教育・保育のニーズも多様化しており、子育て支援

の充実が求められています。一方で将来的に保育教諭などの、なり手不足が課題にな

ると見込まれています。 

  

■ 現況に関連するデータ 

 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

安心して子どもを産み育てられる環境の構築 43.8% 75.9% 

 
 
 
 
 
 
 

項目 出典

出生数【県】 4,335 人 3,992 人 3,611 人 3,282 人 秋田県衛生統計

出生数【村】 12 人 9 人 12 人 人 秋田県衛生統計

R3年 R4年 R5年 R6年
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■ ワークショップでの提言 
少子化対策が急務となる中、村としては子育て世代が安心して暮らせる環境の整備が求めら
れています。子育てにかかる経済的負担の軽減を図るとともに、若者が住みやすく、仕事と子
育てを両立しやすい環境を整えることが重要です。これにより、楽しく子育てができる地域を
目指し、若者の定住促進や地域の活性化につなげていきます。 

 
 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
妊娠・出産への支
援体制の充実 

・妊娠から出産、子育て期において
切れ目のない支援を充実させ、住
民が安心して、妊娠・出産・子育
てができるよう体制の強化を図り
ます。 

○ 

・ネウボラ事業 

・子育て支援事業 

・潟っこギフト事業 

・不妊治療費助成事業 

2 

子育てにおける
保健・医療・福祉・
教育などのネッ
トワークの充実 

・妊娠中から子育て中の家庭に対し
て支援が必要となった場合に、関
係機関がスムーズに情報共有や連
携を実施するための体制の強化を
図ります。 

○ 

・ネウボラ事業 

・産後ケア事業 

・子育て支援センター事業 

3 
子育て世代の交
流機会の創出 

・子育て支援センターや保健センタ
ーで実施している子育て交流イベ
ントにおいて、育児不安などの相
談・指導、保育サービスの情報提
供などを一元的に実施し、子育て
家庭への育児支援の充実を図りま
す。 

・母子保健機能及び児童福祉機能の
一体的な実施のため、こども家庭
センターの設置を進めます。 

・子育て世代の交流の場として、利
用者のニーズに応じて、遊具等の
整備を進めます。 

○ 

・こども家庭センター事業

（仮） 

・母子保健事業 

・子育て支援センター事業 

4 

様々なニーズに
あった教育・保育
利用の充実、支援
体制の構築 

・多様なニーズに応じた就学前のこ
どもに対する教育・保育の提供や
特別な支援を必要とするこどもへ
のきめ細やかな対応など、安心・
安全な環境を整えます。また、保
育料等の無償化も推進していきま
す。 

○ 

・一時預かり保育事業 

・季節保育事業 

・すこやか子育て支援事業 

・4歳児健康相談事業 

・放課後児童クラブ 

5 
地域が支える子
育て・保育サービ
ス制度の充実 

・大潟村子ども・子育て会議を中心
に子育て関連の政策について、評
価・点検を行うとともに、子育て
中の保護者の方との情報交換を行
い、子育て世帯に対する支援の充
実を図ります。 

・在宅で子育てする世帯を支援し、
地域で子育てやこどもの成長を支
える仕組みの整備を進めます。 

○ 

・子育て支援センター事業 

・在宅支援事業 

・大潟村子ども・子育て推
進事業 

・乳児等通園支援制度 

6 
家庭・こども園・
学校・行政・地域
の連携の強化 

・家庭・こども園・学校・行政・地
域の連携を強化し、地域全体でこ
どもの安心・安全の確保を図りま
す。 

○ ・放課後子ども教室事業 
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 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
子育て世帯に関心を持ち、地域ぐるみでこどもの成長を見守りましょう。 

【地 域】 
地域行事などを通じて子育て世帯が孤立しない支援体制をつくりましょう。 

【事業者】 
こどもの安心・安全と権利を守り、保護者に寄だり添いながら、地域資源を活かした学
びや体験の場を提供しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 家事支援事業の利用世帯 6年度 6組 8組 保健センター 

2 おおがた産後ケア事業の利用人数 6年度 1回 5回 保健センター 

3 
パパママ教室 初産婦またはその
配偶者の参加率 

6年度 50％ 70％ 保健センター 
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施策２-２ 移住・定住の促進と関係人口の拡大 

（移住定住・関係人口） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 移住希望者や村内定住者のニーズに応じた住環境が整備され、誰もが安心して暮

らせる地域となっています。 

■ 村の関係人口が増加し、定期的に村を訪れ、観光や地域と深く関わりを持つ人が

増え、新たな活力が呼び込まれています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

移住定住 

○ 全国的に地方移住への関心が高まる中、大潟村を選んでもらうためには、積極的な情

報発信が不可欠です。村での生活を具体的にイメージできるような情報提供や支援策

が求められています。 

○ 住環境については、定住化促進住宅や集合型村営住宅を整備し、移住・定住を図って

きましたが、近年は後継者不在による空き家や空き地の増加が新たな課題となってい

おり、所有者に適正な維持管理を呼びかけるなど、適切な措置を講じる必要がありま

す。 
 

関係人口 

○ 直近 5か年の人口推移については、社会減の傾向が続いており、移住定住施策の推進

が必要とされます。 

○ 村外に居住しながらも村と関わり地域の活性化に寄与する関係人口を把握し、地域の

活性化につなげる視点も重要です。その中で首都圏在住の「ふるさと会」会員の意見

は、村の発展を考える機会となっています。 

○ ふるさと納税や応援大使制度を活用し、村外に住む方々とのつながりを深め、関係人

口の創出・拡大を目指すほか、関係人口の可視化と深い関係構築のため「ふるさと住

民登録制度」の導入を検討します。 

 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

移住・定住の促進 34.2% 56.2% 

 

■ ワークショップでの提言 

住区の空洞化が進む現状を踏まえ、村では定住・移住の促進が重要な課題となってい

ます。 

そのため、例えば県立大学の寮生との交流を深めて、定住や就農につなげる取り組み

などを検討します。 

さらに、広域にわたる交流を活発化させることで、村の魅力を創出し、若者や新たな

移住者が住みたくなる環境づくりを目指します。 
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 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 移住・定住の促進 

・住まいに関する情報のほか、仕事
や子育て環境、生活環境といった
情報をワンストップで提供し、希
望者に寄り添ったサポート体制の
構築を図ります。 

・老朽化した村営住宅の廃止を計画
的に実施します。また、ニーズに
応じて新たな集合型村営住宅を整
備します。 

・情報発信者制度による移住と地域
活性化を図りつつ、東 3-4住区の
未利用地活用を図ります。 

○ ・移住・定住促進事業 

２ 空き家等の対策 

・空き家等の実態把握に努めるとと
もに、広報等を通じて空き家を発
生させない、放置しないための啓
発に努めます。空き家等の所有者
に住宅の適正な維持・管理を呼び
かけるなど、必要な措置を講じま
す。 

○ ・移住・定住促進事業 

３ 関係人口の拡大 

・村外に居住する村出身者や村に縁
がある人など、様々な形で村に関
わっていただいている方々とのつ
ながりを大切にしながら、ふるさ
と応援寄附の拡大や大潟村応援大
使制度を活用し、さらなる関係人
口の創出を目指します。 

・「ふるさと住民登録制度」導入の
検討を行い、関係人口の可視化に
より大潟村とより深い関係を構築
できる仕組みの整備を推進しま
す。 

○ 

・移住・定住促進事業 

・ふるさと応援寄附推進事業 

・企業版ふるさと納税推進事

業 

・大潟村応援大使事業 

４ 
ふるさと会活動
の支援 

・首都圏に住む村出身者や村に縁の
ある方々による大潟村ふるさと会
の活動を支援し、村及び会員相互
の親睦交流を深めます。また、首
都圏に在住する会員が、村ともっ
と関われる仕組みとして、活動を
拡大していきます。 

○ ・大潟村ふるさと会支援事業 

５ 
地域おこし協力
隊の活用 

・地域おこし協力隊を積極的に採用
し、地域の活性化を推進するとと
もに、協力隊退任後の定住を支援
していきます。 

○ ・地域おこし協力隊事業 
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 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
使っていない家や土地があれば、適切に管理し、移住者への貸し出しなども検討しまし
ょう。 

【地 域】 
新しく移住してきた人が地域に馴染めるよう、イベントに誘うなど、温かく歓迎しまし
ょう。 

【事業者】 
インターンシップの受け入れや雇用環境の充実を図り、移住者が安心して働ける環境を
整えましょう。 

 
 

 目指す目標値 

 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 
転入者数 

（県立大生除く） 
6年度 53人 65人 福祉保健課 

2 西１丁目３番地宅地分譲の販売 7年度 16区画 26区画 総務企画課 

3 ふるさと会 会員数 6年度 64人 70人 総務企画課 
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施策２-３ 出会いと結婚支援の充実 

（結婚支援） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 結婚を希望する方の「大潟村で出会い、住み続けたい」という意識が醸成され、

地域での定住につながっています。 
 

 

 施策を取り巻く環境 
 

○ これまで「大潟村ポルダー結婚支援センター」を中心に、若者や未婚者の交流、異業種

間の交流等を企画し、多くの方々のマッチングをサポートしてきました。本センターの

活動をきっかけに成婚に至る方もおり、多様な出会いの機会創出が図られています。 

○ 1 次産業就業者が多いことや企業数が少ないといった産業構造上、結婚を望んでい

ても、出会いの場が少ないことから、結婚サポーターとの協議や他自治体のイベント

を参考にするなどして、今後も多様な出会いの場を提供することで、結婚の希望を叶

えられるよう支援していく必要があります。 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

出会い・結婚の希望をかなえる仕組みづくり 22.6% 54.3% 

 
 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
結婚支援センタ
ーの充実 

・大潟村ポルダー結婚支援センター
の認知度向上を図り、気軽に利用で
きる環境づくりに努めます。 

・婚活意識の醸成を図るセミナーの
開催や他市町村や団体等と連携し
て取り組みます。 

○  

2 
多様な出会いの
機会の提供 

・婚活イベントの募集年齢や人数を
工夫し、より多くの方が参加しやす
いイベントを実施します。また、
SNS を活用し、イベントに関する
情報発信や結婚を機に大潟村に移
住した方の生の声を発信します。 

○ ・ポルダー婚活事業 

3 結婚生活の応援 
・村での新たな生活が円滑にスター
トできるよう、新婚生活に係る経費
について支援します。 

○ ・結婚新生活応援事業 
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 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
大潟村ポルダー結婚支援センターの利用や婚活イベントなどに積極的に参加・協力しまし
ょう。 

【地 域】 
結婚支援に関する各種イベントの参加を知人等へ呼びかけてみましょう。 

【事業者】 
従業員に大潟村ポルダー結婚支援センターの存在や、婚活イベントについて周知しま
しょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 
結婚支援事業を通じた成婚数の
累計 

7年度 7組 10組 総務企画課 

2 
ポルダー婚活事業における年間
参加者数 

6年度 53人 70人 総務企画課 
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基本目標３ 郷土に誇りをもち、社会性豊かな人を育む村 

 

施策３-１ 郷土を育み、未来を切り拓く学校教育の推進 

（学校教育） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 大潟村の特色を活かした教育と地域協働により、こどもたちの「生きる力」と「確

かな学力」が育まれています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 高校進学を契機に村外へ進学するこどもたちに、大潟村で育ったアイデンティティと

コミュニケーション力及び協調力、創造力、対応力などの非認知能力を育むことも重

要です。そのために大潟村の教育資源（人材、環境等）を活かした地域と学校の協働

による教育を一層進めるとともに、県立大学や国際教養大学や、他地域との交流を進

める必要があります。 

○ 村づくりアンケートでは、村の学校教育は村民から比較的に高い評価を得ていますが、

「課題解決力の向上」、「郷土愛の希薄化」、「村産食材の使用率の伸び悩み」、「学校体

育館の熱中症リスク」といった課題も指摘されています。これらの課題に対応し、教

育活動の継続的な質的向上を図り、村の特色を活かした教育をさらに推進していく必

要があります。 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

可能性に挑戦するひとを育む学校教育の推進 41.2% 73.8% 

 
 

■ ワークショップでの提言 
「人間力・人間性の育成」、「村の歴史・郷土愛の継承」、「交流機会の創出」に力を入
れて取り組むことで、学力テストの点数だけでは測れない豊かな成長が期待されます。 
こうした「人間力」や「歴史・郷土愛」、「交流」を核とした子育て・教育環境により、
村民が心豊かに暮らせる地域づくりを目指します。 
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 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
園・小・中連携に
よる特色ある教
育の推進 

・大潟村園小中連携教育推進計画を
踏まえ、村の特色を生かした園・
学校経営を行います。こどもたち
へは、個に応じた指導体制の推進
を図りながら、こども園から中学
校までの一貫した教育を提供しま
す。 

○  

2 
小中学校を通し
た外国語教育の
推進 

・小学校からのネイティブな外国語
による英語教育・外国語活動によ
り、中学校における英語ギャップ
の解消と国際感覚を得ることを目
指します。 

○ ・英語教育推進事業 

3 
地域人材を活か
した学習支援と
郷土愛の醸成 

・学習サポートコーディネーターの
協力のもと、地域の幅広い年齢層
の人材を活用して学習を支援しま
す。また、地域住民とのふれあい
を通じて郷土愛を育み、将来の大
潟村を担う人材を育成します。 

○ 
・地域人材活用学習支援
事業 

4 

地域とともに歩む学

校づくりを目指した

コミュニティ・スクー

ルの推進 

・園・学校運営方針や園・学校活動
に、地域住民からの助言やアイデ
アを活かし協働することで、大潟
村らしい園・学校づくりを目指し
ます。 

○ 
・コミュニティ・スクール
推進事業 

５ 教育環境の充実 

・こどもたちが、安心して学校を利
用することができるよう、冷房設
備の設置等、小中学校施設の適正
な維持管理や環境改善に取り組み
ます。 

○ ・学校施設等整備事業 

６ 
地域食材を用い
た食農教育の推
進 

・村産野菜や有機食材も利用して、
安全で安心な給食を安定的に提供
できる体制を確保します。また、
「食育だより」や昼の校内放送を
通じて、村産野菜やレシピを紹介
するなど食育の推進を図ります。 

・SNSを活用した食農関連の情報発
信を行うほか、食育勉強会（ワー
クショップ）や各種栄養教室を開
催し、健康で豊かな食生活の実現
を目指します。 

○ 

・給食の充実と支援事業 

・食と農のまちづくり推
進事業 

７ 教育 DXの取組 

・GIGA スクール構想に基づき整備
した児童・生徒用の端末など ICT
の活用により学習効果を高める環
境整備を推進します。 

○ ・ICT教育推進事業 
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 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
総合的な学習の時間などに自らの経験や知識を活かして授業を支援し、こどもたちと積
極的に交流しましょう。 

【地 域】 
学校運営にアイデアを出し協力することで、村の特色を活かした教育を一緒につくりあ
げましょう。 

【事業者】 
多様な文化と触れあう機会や、村で生産された安全な食材を提供し、こどもたちの学び
と食育を支えましょう。 

 

 

 目指す目標値 

 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 
「将来の夢や目標を持っ
ている」児童生徒の割合 7年度 88.3% 90.0% 

文部科学省「全国学力・学習状況

調査」＊（「当てはまる・どちら
かといえば当てはまる」の割合）
と回答した児童・生徒(小 6・中

3)の割合 

2 
「自分にはよいところが
ある」と思っている児童
生徒の割合 

7年度 93.9% 94.0% 

文部科学省「全国学力・学習状況

調査」＊（「当てはまる・どちら
かといえば当てはまる」の割合）
と回答した児童・生徒(小 6・中

3)の割合 

3 
地域学校協働活動に参画
する地域住民の延べ人数 6年度 283人 300人 教育委員会 

4 
学校給食における村産食
材（全野菜 21 品目）の
使用率 

6年度 39.0% 50.0% 教育委員会 
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施策３-２ 生涯学習と世代交流の促進 

（生涯学習） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 村民一人ひとりが生涯を通じて学ぶことのできる環境の整備、時代に合った多様

な学びの場を通して、新たなつながりが生まれ、生きがいや心の豊かさを感じる

ことができています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 個人がネット等で手軽に情報を得られることや生活環境の変化、集団での学びに対す

る時間的負担などの要因により、公民館講座や研修の参加者が減っています。村民の

ニーズを的確に捉えた体験型講座を含めた参加したいと思われる魅力ある講座を企

画し、多くの方に参加してもらうことで、趣味や余暇活動を通じた新たな交流の場の

創出が期待されています。 

○ 生涯学習分野の既存の社会教育団体において、会員の固定化や高齢化による団体の減

少、後継者不足が課題です。個人が新たに文化的活動にチャレンジできる機運を高め、

生涯学習活動を通じて、多様な人々のつながり創出に努めます。 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

地域を担う人を育む生涯学習の充実 32.2% 62.0% 

 
 

■ ワークショップでの提言 

趣味や興味を共有する自発的で魅力的な世代間交流の場を創出し、幅広い世代が気軽

に参加できる環境を整えることが重要です。 

また、「参加したらおもしろい」という魅力を積極的にアピールし、生涯学習への参

加意欲を高める取り組みを推進します。 

こうした活動を通じて、世代を超えたつながりを深め、生涯学習の充実と地域コミュ

ニティの活性化を図っていきます。 
 
 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
生涯学習講座の
開催 

・村民のニーズを把握し、時代に合っ
た学びの機会を提供します。 

○  

2 
芸術文化活動を
通じた新たな交
流の場の創出 

・芸術文化活動や世代間交流の促進を
支援し、新たな交流の場の創設を図
ります。 

○  
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番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

３ 
学習奨励員、指導
者の計画的な育
成と発掘 

・県主催研修等への参加のほか、団体
が自ら主催する研修事業を支援し
ます。 

○ ・社会教育団体・スポーツ

団体等活動支援事業 

４ 
こどもたちの地
域活動への参加
促進 

・地域の大人が指導者となり「きらき
ら塾」「公民館講座」を実施し、こ
どもたちに様々な体験活動の場を
提供します。 

○ ・放課後子ども教室事業 

５ 
公民館フリースペ
ースの環境整備 

・公民館の自由に利用できる図書室、
談話室について、レイアウトを工夫
し、こどもから大人まで、気軽に利
用できる環境を整えます。 

○  

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
講座や研修に積極的に参加しましょう。また、自分の特技や知識を活かして講師とし  
て活躍しましょう。 

【地 域】 
生涯学習活動を通じて地域の活性化を図りましょう。 

【事業者】 
従業員の学びや余暇活動への参加を奨励し、生涯学習を支援する職場環境をつくりま
しょう。 

 
 

 

 
目指す目標値 

 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 
「地域で学びたいことを学
べる機会がある」と感じて
いる村民の割合 

7年度 28.9% 35.0% 
村づくり計画アンケート 
＊「とてもそう思う・どちら
かといえばそう思う」の割合 

2 
生涯学習団体の登録団体数
（芸文協） 7年度 23団体 23団体 公民館 

3 
新たなコミュニティ（社会
教育団体）の創設 7年度 0団体 2団体 公民館 

4 
生涯学習講座への年間延べ
参加人数 6年度 259人 260人 公民館 

5 
社会教育団体・スポーツ団
体等活動支援事業による新
規指導者養成数 

7年度 28団体 28団体 公民館・体育館 
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施策３-３ スポーツによる健康・交流づくり 

(生涯スポーツ) 

［ 施策の方向性 ］ 

■ こどもから高齢者まで多くの人々がそれぞれのライフスタイルに応じて気軽に

スポーツができる環境が整い、地域全体でスポーツ活動が盛んに行われています。 
     

 施策を取り巻く環境 
 

○ 健康志向の高まりを受け、すべての世代がスポーツに親しめる環境の整備が求められ

ています。令和 9年度にリノベーションする体育館は、単なる運動施設としてだけで

なく、多様な人々が集うコミュニティ施設としての役割も期待されています。 

○ 中学校部活動の地域展開への対応が急務であり、生徒が安心してスポーツ活動を行う

ことができるよう、持続可能な運営体制の構築が必要です。 

○ 漕艇場や水上スキー場など村独自のスポーツ環境を活かし、合宿誘致による関係人口

の拡大など、地域の人材、資源を活用したスポーツの推進が期待されています。 

  

■ 現況に関連するデータ 

 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

健康とコミュニティを育む生涯スポーツの充実 41.8% 66.7% 

 
 

 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
スポーツ施設の
整備充実 

・スポーツ振興の中核的な機能に加
え、多様化する村民ニーズに対応
するため体育館の改修を実施しま
す。 

・スポーツ施設の老朽化の状況や利
用ニーズなどに対応した施設の長
寿命化を進めます。 

 ・村民体育館整備事業 

2 

総合型地域スポ
ーツクラブを中
心とした生涯ス
ポーツの推進 

・村のスポーツ活動の企画・運営の
中心となる総合型地域スポーツク
ラブの活動を支援し、村民が参加
する機会を提供します。また、ク
ラブの自立のため、自発的な研修

 
・総合型地域スポーツクラブ

支援事業 

・部活動地域展開事業 

項目 出典

スポーツ施設利用者数 43,643 人 45,255 人 40,303 人 42,199 人 村民体育館

R3年 R4年 R5年 R6年
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番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

活動への支援を行います。 

3 
部活動地域展開
定着への支援 

・持続的な運営体制を構築するため
の支援を行います。 

 ・部活動地域展開事業 

4 
合宿誘致による
関係人口の拡大 

・オリンピック事前合宿や世界水上
スキー大会の実績がある大潟村の
水上スポーツ環境を活かしたスポ
ーツ合宿を誘致することで関係人
口の拡大を目指します。 

○ 
・ボート合宿誘致事業 

・交流宿泊等誘致推進事業 

 
 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
スポーツ施設を積極的に活用し、自発的に健康・体力づくりに励みましょう。 

【地 域】 
スポーツ教室や大会に積極的に参加し、健康づくりと地域交流を楽しみましょう。 

【事業者】 
スポーツ教室の開催や指導者の育成などを通じて、村民のスポーツ活動を支えましょう。 

 
 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 

スポーツ施設利用者数（体育
館・野球場・テニスコート・
Ｂ＆Ｇ海洋センター・多目的
広場・多目的グラウンド） 

6年度 42,199人 47,000人 体育館 

2 大潟地域クラブの参加者数 6年度 0人 240人 体育館 

3 スポーツ合宿の受入数 6年度 9件 12件 体育館 
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施策３-４ 干拓の歴史と文化の継承 

（歴史・文化） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 干拓事業や新たな村づくりに挑戦してきた村の歴史が受け継がれ、ふるさとへの

愛着と誇りが醸成されるとともに、未来へ継承する人材の育成が図られています。 

■ 干拓地で育まれた豊かな生物多様性が広く理解されています。 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 村の歴史と自然を伝える重要な拠点である干拓博物館では、「大潟村ネイチャーポジ

ティブ宣言」の柱の一つとして、干拓地特有の自然環境で育まれた生物多様性とその

価値についての情報発信を強化し、また、ジオパークや生涯学習の場としての機能を

発揮することで、多くの方に利用していただくよう努めます。 

○ ガイドに協力してくれる案内ボランティアが、高齢化により減少傾向にあるため、新

規会員の獲得に努める必要があります。 

○ 干拓の歴史を後世に伝えるため、入植者の体験談などの資料を記録・保存・展示し、

有効活用を図ります。 

 

■ 現況に関連するデータ 

     
 

■ ワークショップでの提言 
村の貴重な干拓の歴史をまとめ、展示を充実させることは、後世に伝える上で重要で
す。これに加え、博物館への来訪者を増やすため、地域の歴史や文化に触れられる魅力的
なイベント企画や工夫を積極的に推進します。こうした取り組みを通じて、村民の郷土愛
を育み、歴史を身近に感じる機会を拡充していきます。 

 
 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
干拓の歴史の保
存と継承及び活
用 

・当時の大潟村の成り立ちの記録と
記憶について、さまざまな形での
収集と保存を図り、それらを継承
し、展示するなど活用していきま
す。 

・昭和 39 年に行われた干陸を記念
して、干陸式が行われたエリア内
に建てられた八郎潟干拓記念碑を
適切に整備、修繕します。 

 
・男鹿半島・大潟ジオパーク

推進事業 

・大潟村文化財保護事業 

2 
文化財の保存及
び伝承 

・「登録有形文化財」である旧大潟
村入植予定者観覧用農家住宅・大
潟村公民館を適切に維持管理し、

  

項目 出典

干拓博物館来場者数 9,058 人 9,681 人 14,500 人 12,954 人 干拓博物館

R3年 R4年 R5年 R6年
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番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

次代に継承していきます。 

3 
村の自然環境を
学ぶ機会の創出 

・村の特徴的な生物多様性がどのよ
うに形成されたのかを学習し、考
える機会をつくります。 

 ・企画展示・教育普及事業 

4 
案内ボランティ
アの活動支援 

・新規会員の獲得や組織の運営方法
の見直しに取り組みます。 

 ・案内ボランティア支援事業 

5 

常設展示や展示
機器類の更新や
計画的な施設維
持管理 

・古くなった館内映像資料等や耐用
年数が過ぎている冷暖房設備につ
いて、計画的に更新・修繕をして
いきます。 

 ・施設整備事業 

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
干拓博物館を積極的に利用し、イベントに参加して村の歴史や自然を学びましょう。 

【地 域】 
村の団体と博物館が協働し、魅力的な企画展などを開催して地域文化の発信に協力し
ましょう。 

【事業者】 
施設の更新や活用方法についてアイデアを出し、干拓の歴史継承に貢献しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 大潟村干拓博物館入館者数 6年度 12,954人 19,700人 干拓博物館 

2 自然観察に関するイベント
の開催数 

7年度 3回 4回 干拓博物館 

3 
大潟村案内ボランティアの
会 会員数 7年度 19人 20人 干拓博物館 

4 
企画展示・教育普及事業に
おける生物多様性関連の年
間実施回数 

7年度 3回 4回 教育委員会 

5 
干拓博物館案内ボランティ
ア新規登録人数 

6年度 3人 2人 教育委員会 
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基本目標４ いつまでも安心して自分らしく暮らせる村 

施策４-１ 生涯にわたる健康づくりの推進 

（健康づくり） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ こどもから高齢者まで、「自ら健康を意識し行動できる力」を持ち、誰もが主体

的に健康づくりに取り組める環境が整っています。 

■ 幅広い分野で健康増進事業の取組を推進することで、村民の健康意識や運動習慣

の定着、食生活改善など、望ましい生活習慣が促進され、健康寿命の延伸が図ら

れています。 
    

 施策を取り巻く環境 
 

○ 健康教室などについては、参加者の固定化や介護保険サービスの利用への移行、人口

減少により、参加者が減少傾向にあります。村の場合、農繁期と農閑期で生活習慣が

異なるため、生活習慣病の割合が高い傾向にあることから、「健康寿命の延伸」、「生

活習慣病・重症化の予防」を目標に、こどもから高齢者までを対象とした包括的な健

康づくりを推進しています。 

○ 村民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組めるよう、継続的に特定健診やがん検

診の受診率向上、運動習慣の定着、食生活の改善に向けて支援していくことが必要で

す。 

 

■ 現況に関連するデータ 

 
■ この施策に関連する村民アンケート結果 

      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

健康づくりの推進 55.9% 77.1% 

 

■ ワークショップでの提言 

健康づくりを効果的に進めるためには、健康の目標を明確に設定することが重要で

す。健康寿命を延ばすことは自分自身だけでなく周囲の人々のためにもつながるため、

自ら適度な運動や栄養バランスのとれた食生活を継続することや、積極的に健康診断を

受けることが大切です。そのためには、健康的な食生活を支援するための料理教室の開

催や、健診で要精密検査となった方へのきめ細やかなフォローを実施し、村民が健康で

充実した生活を送れるよう取り組みを進めます。 
 
 
 
 
 

項目 出典

特定健診等受診者数 685 人 665 人 630 人 628 人 保健センター

特定保健指導受診者数 18 人 9 人 14 人 28 人 保健センター

健康ウォーキング事業参加者数 0 人 32 人 40 人 85 人 保健センター

栄養教室参加者数 24 人 0 人 53 人 73 人 保健センター

R3年 R4年 R5年 R6年
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 村の主な取り組み 
 
番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 地域医療の充実 

・病気の診療だけでなく、健康相談や
予防接種、健康診断などを実施し、
かかりつけ医機能を強化していき
ます。また、周辺医療機関と連携し、
最適な医療体制の整備に努めます。 

〇 ・診療所管理運営事業 

2 生活習慣病の予防 

・生活習慣病やがんの早期発見のた
め、特定健診・がん検診の受診勧奨
に努めます。 

・総合検診等で要精密検査や特定保
健指導の対象となった方に対して
受診勧奨を行うほか、料理教室や運
動教室等を通じて、生活習慣病の予
防に努めます。 

〇 

・受診勧奨事業 

・特定健康診査等事業 

・健康教室事業 

・健診事業 

・がん健診事業 

・人間ドック・脳ドック助成
事業 

３ 
健康相談体制の充
実 

・保健センターで行う健康相談の他、
交流サロン「ちょこっと」へ出張し、
血圧測定を行いながら気軽に相談
できる体制づくりを図ります。ま
た、総合検診結果説明会の実施と参
加の呼びかけも行っていきます。 

〇 ・健康相談事業 

４ 予防医療の充実 

・各担当部署と連携し、健康づくり事
業を実施します。また、新たな感染
症への予防対策を講じるなど、医療
の充実を図ります。 

〇 
・健康づくり推進事業 

・予防接種助成事業 

５ 
心の健康づくりの
推進 

・各関係部署が協力し、村民に対して
命の大切さを伝え、悩みごとの相談
ができる体制の構築を図ります。 

〇 ・心の健康づくり推進事業 

 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
自分や家族の健康に関心を持ち、健康診断や各種教室に積極的に参加しましょう。 

【地 域】 
隣近所や友人と声を掛け合い、一緒に健康づくりに取り組み、地域全体の健康意識を高
めましょう。 

【事業者】 
従業員が健康診断を受けやすい環境を整えるなど、職場ぐるみで健康づくりを推進し
ましょう。 

 

 目指す目標値 

 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 特定健診等受診率 6年度 66.4％ 67.0％ 保健センター 

2 特定保健指導の年間実施率 6年度 26.5％ 30.0％ 保健センター 

3 健康教室事業の年間参加延べ人数 6年度 329人 360人 保健センター 

4 
介護予防教室延べ参加者数 

（元気！はつらつ教室） 
6年度 1,309人 1,374人 地域包括支援センター 
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施策４-２ 地域で支え合う福祉と交流の促進 

（地域福祉・居場所づくり） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 地域に暮らす人々が互いに支え合いながら、安心して生活できる地域社会となっ

ています。 

■ 医療や介護、子育てといった分野とも連携し、一体的に支援できる体制が整って

います。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 生活様式の多様化、少子高齢化、世帯構成の変化、村民間コミュニケーションの希薄

化が進む中で、地域活動の担い手不足が指摘されています。また、複雑かつ多様化す

る課題に対し、多機関が協働して包括的かつ重層的な支援を行う地域共生型の支援体

制の構築が求められています。 

○ 高齢者や障がいのある方などが社会参加できる機会として、農福連携の推進に取り組

んでいます。多世代交流や生きがい創出の観点から、家や職場以外の「第 3の居場所」

づくりも重要です。 

 
■ 現況に関連するデータ 

 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

地域福祉の充実・地域包括ケアシステムの構築 36.0% 71.4% 

  
 

■ ワークショップでの提言 

福祉の充実に向けて、地域のボランティアを福祉のリーダーとして育成・支援する取

り組みを検討します。また、村民センターや地域ふれあいサロン「ちょこっと」を、世

代を超えた交流の場として活用し、地域の居場所づくりを推進します。これらの活動を

通じて、支え合いの福祉コミュニティを村全体で築いていきます。 

 

 

 

 

 

 

項目 出典

なんでも相談支援センター相談件数 72 人 69 人 50 人 40 人 大潟村社会福祉協議会

福祉医療扶助費 21,591 円 23,825 円 28,148 円 26,056 円 福祉保健課

R3年 R4年 R5年 R6年
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 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
地域包括ケアシステム
の推進 

・地域における高齢者福祉の総
合的なマネジメントを担う
機関として、村直営で地域包
括支援センターを運営し、村
内の各福祉施設や居宅介護
支援事業所、各介護サービス
事業所等との情報交換や適
切な指導を通して高齢者が
可能な限り、住み慣れた地域
で自立した日常生活が送れ
るよう地域包括ケアシステ
ムの構築を行います。 

 

・包括的支援事業（地域包括

支援センターの運営事業 

・在宅医療・介護連携推進事
業 

・生活支援体制整備事業、地

域ケア会議推進事業） 

2 
重層的支援体制整備事
業の推進 

・複雑かつ多様化した地域住民
の支援ニーズに対応するた
め、多機関の協働による包括
的な支援体制を整備します。 

・断らない相談窓口として、社
会福祉協議会になんでも相
談支援センターを設置し、相
談支援業務を実施するほか、
住民の生活課題を解決する
ため、関係各機関が横断的に
連携して対応する仕組みを
構築します。 

○ 
・地域福祉推進事業 

・重層的支援体制整備事業 

3 
地域福祉活動体制の整
備と充実 

・住み慣れた地域で自分らしく
生活できるよう、行政や福祉
関係者だけでなく、村民をは
じめ、地域に関わるすべての
人が地域福祉に参画しやす
い環境を整備し、互いに支え
合う包括的な支援体制を構
築します。 

○ ・地域福祉推進事業 

4 農福連携の推進 

・高齢者や障がい者、引きこも
りがちな方々が参加する畑
作を中心とした栽培体制の
整備、生産を行う農福連携フ
ァームの運営を支援し、社会
参加や交流の機会を創出し
ます。 

○ ・地域福祉推進事業 

5 
人材育成と福祉教育の
充実 

・村内福祉団体やボランティア
団体の研修・活動支援を通じ
て、参加者の育成とスキルア
ップを図るとともに、社会福
祉協議会が実施する小中高
校生のボランティア体験や
人権教室、認知症サポーター
養成講座などを通じて、地域
住民の福祉意識を高め、担い
手の育成を推進します。 

○ 
・高齢者生きがいづくり支援

事業 

・地域福祉推進事業 
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6 福祉医療の充実 

・障がいのある方や乳幼児から
高校生を対象に福祉の増進
と生活の安定を図るため、経
済的負担を軽減し、安心して
いつでも診療が受けられる
よう、医療費の助成を行いま
す。 

 ・福祉医療費支給事業 

7 
成年後見制度の利用促
進 

・認知症の方や知的障がいのあ
る方など、判断能力に不安があ
っても安心して地域で暮らし
続けられるよう、成年後見制度
の利用促進に向けて啓発活動
及び体制整備を行います。 

 ・成年後見制度利用支援事業 

8 
生活困窮者・低所得者
への支援 

・生活困窮者自立相談支援事業
や多機関協働事業により、経
済的に困窮している方の自
立に向けた支援を行います。 

○ ・地域福祉推進事業 

9 
家・仕事場以外の居場
所づくりの支援 

・地域団体が行う交流活動を推
進し、自分らしくいきいきと
暮らしていけるように生き
がいづくりを支援します。 

○  

10 再犯防止に関する取組 

・各公的機関や福祉団体、保護
司会、地域住民と連携しなが
ら、社会復帰しやすい環境づ
くりや啓発活動に努めます。 

 ・地域福祉推進事業 

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
ボランティアなどの活動に積極的に参加し、地域福祉の担い手になりましょう。 

【地 域】 
こどもから高齢者まで、多世代が気軽に交流できる居場所をみんなでつくりましょう。 

【事業者】 
多様な世代が働きやすい職場環境を整え、地域の支え合い活動に協力しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
  

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 農福連携ファーム作業延べ参加者数 6年度 610人 700人 福祉保健課 

2 ボランティア団体登録数 6年度 18団体 20団体 福祉保健課 

3 
なんでも相談支援センターへの年間
相談件数 6年度 40件 50件 福祉保健課。 
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施策４-３ 高齢者の支援と生きがいづくり 

（高齢者福祉・介護保険） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境、支援体制が整備され

ています。 

■ 高齢者が交流事業を通じて楽しく活動することで生きがいづくりにつながり、介

護予防や健康増進にも効果があらわれています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 介護人材や見守りの担い手不足と相まって、高齢者の孤立リスクが高まっています。

介護保険制度や地域包括ケアシステムを活用した各種サービスとともに、地域ボラン

ティアや民生委員、民間企業と連携した見守りの体制の充実が求められています。 

○ 老人クラブへの加入率が低下傾向にあるなど、高齢者の社会参加の機会が変化してい

ます。高齢者が生きがいを持ち、健康で活動的な生活を送ることが介護予防にもつな

がるため、多様な交流活動の推進が求められています。 

○ 要介護認定者数が増加傾向にあるため、介護予防や日常生活の自立に向けた取組、地

域ぐるみの介護予防活動が求められています。 

 
■ 現況に関連するデータ 

     
 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

高齢者福祉の充実 39.4% 71.9% 

 
 

■ ワークショップでの提言 

高齢者支援について、外出の機会が少ない高齢者の生活状況を把握し、地域での孤立

を防ぐ支援が求められています。 

そこで、シルバーカーが使いやすいように環境を整備し、村内の移動を安全かつ快適

にすることが求められます。また、ボランティアドライバーによるお出かけ支援を充実

させ、高齢者の外出をサポートします。このように、高齢者が安全に外出でき、地域と

のつながりを保ちながら安心して暮らせる環境づくりを進めていく必要があります。 
 
 
 
 
 

項目 出典

介護予防教室参加者数(元気はつらつ教室) 1,163 人 1,197 人 1,268 人 1,280 人 地域包括支援ｾﾝﾀｰ

介護予防教室参加者数(脳いきいき教室） 608 人 570 人 458 人 198 人 地域包括支援ｾﾝﾀｰ

要介護認定率 13.7 % 13.9 % 14.7 % 13.3 % 福祉保健課

老人クラブ加入率 20.5 % 17.5 % 15.3 % 15 % 大潟村社会福祉協議会

認知症カフェ参加者数 35 人 25 人 109 人 40 人 地域包括支援ｾﾝﾀｰ

R3年 R4年 R5年 R6年
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 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
生きがいづ
くりの推進 

・高齢者や高齢者団体が行う交流事業を推
進し、自分らしく生き生きと暮らしてい
けるよう生きがいづくりを支援します。 

○ 
・高齢者生きがいづくり
支援事業 

・高齢者健康増進事業 

2 
自立支援と
生活環境の
整備 

・住み慣れた地域で自立した生活を送れる
よう、高齢者運転寿命延伸プロジェクト
を実施するほか、住民が担い手として参
加する住民主体の活動や、各種団体主体
による多様なサービスの提供体制を構築
し、高齢者を支える地域の体制づくりを
構築します。 

○ 
・地域福祉推進事業 

・高齢者自立支援事業 

３ 
介護予防事
業の充実 

・高齢者の健康を維持・向上させるため健康
相談や各種運動教室を実施し、介護予防
に努めます。 

○ 

・介護予防事業 

・重層的支援体制整備事
業 

・フレイル健診事業 

４ 
認知症への
理解と対策
の推進 

・認知症になっても本人の意思が尊重され、
住み慣れた地域で暮らし続けられるよ
う、認知症の方や家族に対する地域の理
解及び相談・支援体制の充実を図ります。 

・認知症サポーター養成講座や認知症カフ
ェ等を継続し、認知症への理解と気軽に
話せる場を提供します。 

○ ・認知症総合支援事業 

５ 
介護・福祉サ
ービスの充
実 

・在宅での日常生活の継続を支援するため、
一人ひとりのニーズに沿った介護・福祉
サービスの充実に努めます。 

 ・重層的支援体制整備事
業 

６ 
高齢者の移
動手段支援 

・高齢者等バス利用支援事業や社会福祉協
議会で実施している、村内お出かけサポ
ート、通院サポートの充実により、高齢者
の移動手段への支援を行います。 

・運転寿命延伸プロジェクトの充実を図り、
高齢者が自ら安全に自動車を運転するこ
とを支援します。 

○ ・高齢者自立支援事業 

 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
介護予防や健康増進に努め、自立した日常生活を送れるよう心がけましょう。 

【地 域】 
地域の高齢者が孤立しないよう、見守りや声かけなど、地域で支え合いましょう。 

【事業者】 
高齢者が働きやすい職場環境を整備し、地域の見守り活動などに協力しましょう。 

 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 老人クラブ加入率 6年度 23.6% 25.0% 福祉保健課 

2 認知症に関する相談窓口を把
握している人の割合 

4年度 38.6% 50.0% 介護保険事業計画策定アンケ

ート※「知っている」の割合 

3 高齢者運転寿命延伸プロジェ
クトの年間延べ参加者数 

6年度 77人 80人 地域包括支援センター 
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施策４-４ 一人ひとりが自分らしく暮らせる社会の実現 

（障がい者（児）福祉） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 障がいの有無に関わらず、共に地域で暮らす共生社会が形成されています。 

■ 障がいのある人とその家族が安心して生活できるよう、社会生活を営む環境や相

談支援体制が整備されています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 障がいのある人や介護者の高齢化、障がいの重度化や重複化などに対応しつつ、障が

いのある人が、能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活を営むことができる

よう、一人ひとりの現状に合わせた支援と安心して地域で暮らし続けられる基盤の整

備が求められています。 

○ 村では、自立支援給付や地域生活支援事業など、障がいのある方が地域で生活できる

ような支援事業の整備を行っており、今後も継続していく必要があります。 

 
■ この施策に関連する村民アンケート結果 

      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

障がい者（児）福祉の充実 23.4 70.1 

 
 
 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
日常生活を支え
る環境の整備 

・じん臓機能障害により人工透析を
受ける方など、頻回の通院が必要
な方の通院費用（タクシーなど）
を助成します。 

 
・じん臓機能障がい者等通院

費支援事業 

2 相談体制の充実 
・障がいのある方やそのご家族が安
心して暮らせるよう、相談体制を
整えます。 

〇 ・相談支援事業 

3 
教育、就労、社会
活動への支援 

・障がいのある方が、地域で自立し
た生活を送ることができるよう、
活動の場を整えます。 

○ ・地域活動支援センター事業 
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 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
障がいのある方への理解を深め、互いの人格を尊重しましょう。 

【地 域】 
障がいのある方が地域で活動しやすいよう、イベントへの参加を呼びかけるなど、共に
生きる地域づくりを進めましょう。 

【事業者】 
障がいのある方の能力や適性に応じた雇用の機会を創出しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 
「大潟村は暮らしやすい」
と感じている村民の割合 5年度 46.8% 50.0% 

大潟村第４期障がい者計画

アンケート ※「とてもそ
う思う・どちらかといえば

そう思う」の割合 

2 相談支援事業利用件数 6年度 13件 13件 福祉保健課 
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施策４-５ 人権を尊重する社会の形成 

（人権意識） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ すべての村民が互いの人権を尊重し、誰もが自分らしく安心して暮らすことがで

き、多様性を認め合う地域社会が築かれています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ ライフスタイルの多様化や、異業種や多文化の方々が多くなりつつあることから、互

いに尊重しあうことを目的とした様々な取組を行う必要があります。 

○ 性別による役割分担意識の解消や、児童・高齢者虐待、DV（ドメスティック・バイオ

レンス）などの問題への対応も、引き続き重要な取り組みとなります。 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

人権意識の醸成 22.0% 63.5% 

 
 
 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
人権啓発活動の
実施 

・特設人権相談所や人権の花運動（小
学校 3～6年生対象）の実施により、
人権尊重思想の普及を図ります。 

 ・地域福祉推進事業 

2 
男女共同参画社
会の推進 

・性差による社会や家庭での役割分
担意識を改め、一人ひとりの個性を
発揮させることにより、いきいきし
た村づくりを推進します。 

    〇 ・男女共同参画推進事業 

3 

児童・高齢者虐
待、DV などの防
止と相談事業の
充実 

・児童・高齢者への虐待や DV 防止
のための相談窓口を設置し、必要
に応じて支援を行う体制を整えま
す。また、該当事例に応じて、各種
対策会議を開催し、虐待防止に努
めるとともに、関係団体で情報共
有を行います。 

 ・重層的支援体制整備事業 
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 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
性別、年齢、国籍などに関わらず、相手を尊重し、差別や偏見のない言動を心がけましょう。 

【地 域】 
人権に関する講座や啓発イベントに積極的に参加・協力し、地域全体の人権意識を高め
ましょう。 

【事業者】 
職場でのあらゆるハラスメント防止に努め、相談しやすい窓口を設置しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 
男女共同参画社会を知って
いる村民の割合 元年度 27.3% 50.0% 

第 4次大潟村男女共同参画社会行

動計画アンケート ＊「知ってい
る」の割合 

2 
人権意識の醸成で満足して
いる村民の割合 6年度 63.5% 80.0% 

第 4次大潟村男女共同参画社会行

動計画アンケート ＊「とてもそ

う思う・どちらかといえばそう思
う」の割合 
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基本目標５ 豊かな環境を守り、安全で快適な暮らしを支える村 

 

施策５-１ 自然環境の保全と脱炭素への挑戦 

（環境保全・地球温暖化対策） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 大潟村の豊かな湿地性里山環境の大切さが周知され、適切な活用と、協働による

環境保全が行われ、良好な自然環境が保たれています。 

■ 脱炭素先行地域として、自然エネルギー100％の村を目指し、再生可能エネルギーの

推進により、温室効果ガスの削減に取り組んでいます。 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

環境保全 

○ 村の自然環境は野鳥をはじめとした多様な生物が棲む貴重な湿地性里山環境であり、

将来にわたって残すべきものです。自然と人間が共生する村づくりのため、自然環境

について学ぶ機会の提供など、環境保全に関するあらゆる取組が必要です。 

○ 「大潟村ネイチャーポジティブ宣言」に基づき、農業や産業、生活からの環境負荷軽

減に取り組み、自然の保全に努める必要があります。 
 

地球温暖化対策 

○ 近年、地球温暖化が身近な現象となっています。村は令和 4年度に脱炭素先行地域に選

定され、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定し、「自然エネルギー100％の

村づくり」を目指して再生可能エネルギーの導入などを進めており、この取り組みを村

民一丸となって推進していくことが重要です。 

 
 
 

■ 現況に関連するデータ 

 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

豊かな自然環境が守られる取り組み 44.9% 69.8% 

地球温暖化対策の普及・啓発 39.3% 63.2% 

 
 

項目 出典

生物多様性イベント参加者 39 人 54 人 34 人 64 人 干拓博物館

太陽光発電容量 1,877 kw 1,877 kw 1,877 kw 3,183 kw 生活環境課

R3年 R4年 R5年 R6年
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 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
生物多様性の普
及啓発 

・干拓博物館と関係団体の連携によ
るイベント等実施や、教育資料の作
成・展開により、生物多様性の大切
さを周知します。 

〇 ・教育普及・企画展示事業 

2 
地球温暖化対策
への取組の強化 

・脱炭素先行地域事業による再生可
能エネルギーの導入を促進します。 

〇 
・自然エネルギー100%の村

づくり推進事業 

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
自然観察会などのイベントに参加し、生態系を守る意識を持ちましょう。 

 省エネを心がけ、再生可能エネルギーの利用に努めましょう。 

【地 域】 
外来種を持ち込まないなど、地域の生態系保全に配慮しましょう。地域ぐるみで再生可
能エネルギーの導入を検討しましょう。 

【事業者】 
事業活動において自然環境や生態系に配慮し、再生可能エネルギーの導入に努めましょう。 

 
 

 目指す目標値 
  

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 自然観察会参加者数 7年度 2回 3回 干拓博物館 

2 
生物多様性に関する事業
（自然観察会以外） 7年度 1回 2回 干拓博物館 

3 
先行地域事業導入設備等に
おける年間 CO２削減量 6年度 157 t-CO２ 7,777 t-CO２ 

生活環境課 ＊再エネ推進

交付金における実施状況報

告等 
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施策５-２ 景観保全と循環型社会の構築 

（循環型社会・環境美化） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ ※４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、ごみの減量

化と再資源化が進んでいます。 

■ 美しい景観が維持され、不法投棄のない村になっています。 
 
 

※４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル） 
リフューズ（Refuse） ：不必要なものを受け取らない、断ること。 
リデュース（Reduce） ：ごみの排出や資源の使用量を減らすこと。 
リユース（Reuse） ：製品や資材を繰り返し使うこと。 
リサイクル（Recycle） ：資源として再生利用すること。 

 

 施策を取り巻く環境 
 

循環型社会 

○ 廃棄物の適正処理と再資源化は、循環型社会の実現に不可欠です。令和 17 年度から

秋田市周辺市町村での可燃ごみ広域処理が計画されており、それに伴うプラスチック

の分別収集への対応と村民への丁寧な周知が必要です。 
 

環境美化・景観 

○ 村民によるクリーンアップ活動などにより、きれいな景観が維持されていますが、ポ

イ捨てなどの不法投棄は後を絶ちません。 

 
 

■ 現況に関連するデータ 

 
 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

循環型社会への取り組み 45.1% 71.1% 

環境美化と環境衛生の推進 44.1% 68.4% 
 
 

■ ワークショップでの提言 

現在、資源の有効活用が十分に進んでいない状況を踏まえ、廃棄物処理の見直しと活用

促進が求められています。 

具体的には、生ゴミの堆肥化を推進しゴミの減量化を図るとともに、村民一人ひとり

が、資源循環の取り組みを進める必要があります。 

また、もみ殻の活用についても、農業だけにとどまらず、多角的な利用方法を検討し、

地域資源の有効活用を促進します。 
 
 

項目 出典

一般廃棄物処理量 1,058 人 1,013 人 1,026 人 987 人 八郎湖周辺一部事

八郎湖クリーンアップ参加者 780 人 891 人 853 人 855 人 生活環境課

八郎湖クリーンアップおよび環境監視員により

回収されたごみの量
9,100 kg 6,875 kg 5,151 kg 4,037 kg 生活環境課

R3年 R4年 R5年 R6年
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 村の主な取り組み 
 
番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
適正な廃棄物処
理 

・ごみ処理広域化協議会への参加と実施に向け
た準備を進めます。 

・八郎湖周辺清掃事務組合において適正な廃棄
物処理を実施します。 

 

・八郎湖周辺清掃事

務組合事業 

・廃棄物処理事業 

・ごみ処分場管理事
業 

2 4R運動の推進 
・4R運動（不用衣類回収、生ゴミ処理機への補
助、ごみ減量講習会の開催など）を推進します。 

○ 
・ごみ減量化推進事

業 

３ 
不法投棄の未然
防止対策の実施 

・不法投棄抑止を目的とした看板、防犯カメラ
を設置します。 

  

４ 
景観保全活動の
推進 

・村民によるクリーンアップ、環境監視員によ
る保全活動を実施します。 

○  

５ 衛生環境の維持 
・環境監視員による保全活動や、墓地公園・南
の池入植記念公園の適正な管理に努めます。 

○  

6 
墓地公園の適正
管理 

・排水機能の改良など墓地の適正な管理に努め
ます。 

・合葬墓の開始に向け、墓地公園の整備・運用
を進めます。 

  

 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
ごみの分別を徹底し、減量化に努めましょう。地域のクリーンアップ活動に積極的に参
加しましょう。 

【地 域】 
地域ぐるみでごみ減量やリサイクルを呼びかけ、クリーンアップ活動を企画・実施し
ましょう。 

【事業者】 
事業活動から出るごみの減量と再資源化に努めましょう。 

 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 一般廃棄物処理量 6年度 987t 888 t 
生活環境課 ＊一般廃棄物
処理事業実態調査 

2 ごみのリサイクル率 6年度 15.4% 16.0% 
生活環境課 ＊一般廃棄物
処理事業実態調査 

3 八郎湖クリーンアップの参加者 7年度 869 912 生活環境課 

4 
八郎湖クリーンアップおよび環
境監視員により回収されたごみ
の量 

6年度 4,037kg 3,300 kg 生活環境課 

5 
生ゴミ処理機購入等補助事業の
年間利用件数 6年度 1件 2件 生活環境課 
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施策５-３ 八郎湖の水質改善 

（八郎湖） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 農業と自然環境が調和し、美しい湖のある村になっています。 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 県と連携して「八郎湖に係る湖沼水質保全計画」に基づく様々な取り組みを行ってい

ますが、抜本的な水質改善策が確立されておらず、目に見える成果が得られていない

のが現状です。 

○ 農地からの濁水流出防止策として水質保全型農業（無代かき栽培、無落水移植、乾田

直播栽培）への補助を行っていますが、水質負荷低減に向けた取り組みを継続、強化

していく必要があります。 

○ これまでの取り組みを再評価するとともに、八郎湖の水質改善に向けた抜本的な対策

に取り組む必要があります。 

 

■ 現況に関連するデータ 

   
 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

八郎湖の水質改善 21.0% 71.7% 

 
 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
八郎湖の水質負

荷低減 

・八郎湖への汚濁負荷の原因のひと
つとなっている代かき期の濁水を
抑えるために、無代かき栽培、無落
水移植、乾田直播栽培等の水質保全
型農業への取組を推進するととも
に、県に補助の継続を要望していき
ます。 

 ・八郎湖水質改善対策事業 

2 
八郎湖水質改善

対策の検討 

・「八郎湖に係る湖沼水質保全計画」
での村に係る取り組みを推進し、濁
水の流出防止、国営かんがい排水事
業と連携した農地排水負荷の削減
を図ります。 

 ・八郎湖水質改善対策事業 

 

項目 出典

八郎湖COD 8.2 mg 7.0 mg 7.7 mg 秋田生活環境部環境管

無代かき栽培取り組み面積 867 ha 1,216 ha 1,643 ha 秋田生活環境部環境管

R3年 R4年 R5年
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 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
八郎湖の水質問題に関心を持ち、環境保全型農業などの取り組みに理解を深めましょう。 

【地 域】 
地域全体で水質保全型農業への移行を検討するなど、八郎湖をきれいにする活動に協力
しましょう。 

【事業者】 
事業活動において、排水などが八郎湖の水質に影響を与えないよう配慮しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 八郎湖※COD 5年度 7.7 mg/l 6.9 mg/l 八郎湖環境対策室 

2 無代かき栽培面積 6年度 728 ha 735 ha 八郎湖環境対策室 

3 無落水移植栽培面積 6年度 1,225 ha 2,332 ha 八郎湖環境対策室 

4 乾田直播栽培面積 6年度 49.4 ha 116 ha 八郎湖環境対策室 

 
※COD： 

化学的酸素要求量。水中の有機物や還元性物質が化学的に酸化される際に消費される酸素の量を示す指標。 

水質汚染の程度を把握するために用いられ、CODの値が高いほど有機物の濃度が多く、水質が悪いことを意味します。 
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施策５-４ 住環境と生活基盤の整備 

（住環境・インフラ整備・公共交通） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ インフラ施設の適正な管理・更新により、村民の安全・安心な暮らしが確保され

ています。 

■ 防災林としての安全機能を維持しながら、景観の持続的な向上が図られています。 

■ 地域づくりと一体化した持続可能な移動手段が確保され、地域内外の方が円滑に

移動できる手段が確保されています。 
    

 施策を取り巻く環境 
 

住環境・インフラ整備 

○ 大潟村は創立と同時に多くのインフラ施設が整備されたため、老朽化による施設の更

新や大規模改修の時期が重なり、財政需要が高まることが見込まれます。将来にわた

って安全・安心な暮らしを維持するためには、施設の長寿命化を図り、計画的な維持

管理によって財政負担の軽減と平準化を進めていくことが不可欠です。 

○ 防風林などでは松くい虫の被害が拡大しており、危険木の処理と、伐採跡地への植栽

が喫緊の課題となっています。 
 

公共交通 

○ 3町村で共同運行している「南秋地域広域マイタウンバス」は、利用者の約 8割が通

学する高校生ですが、生徒数の減少に伴い利用者も減少傾向にあり、公共交通を維持

するためにも、地域内での新たな利用者の掘り起こしや、観光客など地域外からの利

用を拡大する取り組みが必要です。 

○ 運行ルートやダイヤの見直しなどは、構成する 3町村での協議が必要なため、連携を

密にしながら、持続可能な公共交通のあり方を検討していく必要があります。 

 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

インフラ整備(道路､上下水道など) 48.5% 84.0% 

 
 

■ ワークショップでの提言 

≪インフラ整備について≫ 

安全・安心な暮らしを支えるため、道路や下水設備、倒木対策などインフラの充実が

求められています。 

防災林については、従来の松に代わる適切な樹種への植え替えや、事故の原因となる

倒木の早期処分を進めます。 

道路では、車両の速度を抑えるための工夫を検討し、安全性向上を図ります。 

また、自然環境の保存とその活用を両立させる施策を推進し、住民の理解と協力を得

ながら安心して暮らせる村づくりを目指します。 
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≪公共交通について≫ 

交通弱者の移動手段である公共交通は、安心で暮らしやすい地域づくりにおいて重要な課

題です。そのため、地域の実情に合った新たな移動サービスの導入を検討し、多様なニーズ

に対応します。また、利便性向上に向けて、デジタル技術を活用した予約システムの導入な

どを検討し、乗車率の向上と公共交通の利用促進を図ります。 

これにより、地域住民の移動の自由度を高め、誰もが快適に暮らせる環境を目指します。 
 

 

 村の主な取り組み 
 
番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
道路施設等の適正な維
持管理 

・交付金、補助金も活用しながら
村道、橋りょうの修繕を計画的
に行うことで財政負担の軽減、
トータルコストの縮減を図り、
適正な維持管理に努め、利用者
の安全を確保します。 

○ 

・一般幹線排水路沿線ほか改
修事業（社会資本） 

・橋梁補修事業（道路メンテ
ナンス事業） 

2 
上下水道施設の適正な
維持管理と計画的な更
新 

・上水道では、適正な経営及び維
持管理に努めます。また、財政
状況を考慮し、国庫補助等を活
用し計画的な施設及び管路改修
及び更新を進めます。 

・下水道では、適正な経営・維持
管理を行います。また、財政状
況を考慮し、国庫補助事業を活
用した管渠改築事業を行いま
す。 

〇 ・水道施設整備事業 

３ 取水の強化 

・年間を通じて安定した水道供給
を実現するため、水道水の原水
量の増加手法を調査していきま
す。 

  

４ 堤防の適正管理 
・堤防の管理は秋田県のため、必
要に応じて要望活動を行い、適
正な堤防維持管理を図ります。 

  

５ 樹木の適正な管理 

・松くい虫被害木の伐採・破砕処
理を行うことで、被害拡大の防
止及び防災林保護に努めます。 

・住区内における危険木や強風等
により倒木した樹木の処理等を
今後も適切に行います。また、
村内防災林の適切な維持管理を
実施し、環境整備を図ります。 

・必要に応じて伐採跡地へ適切な
樹種を含め植樹の検討を進めま
す。 

〇 

・松くい虫防除対策事業 

・防災林地内整備事業 

・景観木管理事業 

・住区内等危険僕伐採事業 
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６ 
公共交通システムの維
持・利用促進 

・南秋地域広域マイタウンバスの
運行を維持し、地域住民や観光
客等の移動手段を確保します。 

・総合中心地の公共交通について
は、自動運転バス等の導入可能
性について検討します。 

・効率的かつ利便性の高い地域公
共交通の実現を目指し、地域の
ニーズに応じ、運行ダイヤやル
ートの見直しを行います。 

・村民を対象とした運賃助成事業
を継続し、利用の促進を図りま
す。また、無料乗車イベントの
開催や活用事例の発信による新
規利用者の掘り起こしを行いま
す。 

○  

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
道路や水道などの公共インフラは、全村民の財産ですので、大切に使いましょう。 
日頃の買い物や通院など、マイタウンバスを積極的に利用し、公共交通を守りましょう。 

【地 域】 
地域のインフラに異常を見つけた際は、速やかに行政に連絡しましょう。 
地域のイベントへの足としてマイタウンバスを利用するなど、地域ぐるみで利用促進を考
えましょう。 

【事業者】 
マイタウンバスについては、安全な運行を維持するため、運転手の確保に努めましょう。 

 
 

 目指す目標値 
  

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 
「インフラ整備(道路､上下
水道など)に満足している」
と感じている村民の割合 

6年度 48.5% 55.0% 
村づくり計画アンケート   

＊「満足している・比較的満足

している」の割合 

2 
「ニーズに即した公共交通
の確立に満足している」と
感じている村民の割合 

6年度 19.6% 25.0% 
村づくり計画アンケート   

＊「満足している・比較的満足
している」の割合 
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施策５-５ 災害に強い村づくり 

（防災） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 大規模災害に備えて、自助、共助、公助の協働による災害対応への体制が整備さ

れています。 

■ 消防団の機能強化、団員確保が図られ、地域防災力が確保されています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 災害対策は、老朽施設の計画的な更新や点検を通じ、いつ災害が起こっても対応でき

るような体制づくりが不可欠です。大規模な災害が発生しても「致命的な被害を負わ

ない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った「強靭な地域づくり」を推進

する必要があります。 

○ 災害時に機能する「強靭な地域づくり」を進めるためには、村民一人ひとりの防災意

識の向上が不可欠であり、より実践的な防災訓練の実施などが求められています。 

また、高齢者や障がい者といった要配慮者（避難行動要支援者）への支援体制の整備

も必要です。 

○ 地域の防災力の中核を担う消防団は、依然として担い手不足が課題となっており、引

き続き団員の確保と活動の充実が求められます。 

 
 
■ この施策に関連する村民アンケート結果 

      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

災害に備えた村づくり 41.2% 79.8% 

 
 

■ ワークショップでの提言 

災害発生時の迅速かつ的確な対応が求められる中、地域の防災力強化が重要となっていま

す。具体的な解決策として、防災手帳などの作成を検討し、家庭や村全体の備蓄品の管理や

情報伝達方法を強化する必要があります。さらに、災害発生から対応までを想定した机上訓

練などのシミュレーションを実施し、実践的な対応力を高めます。 

また、自然エネルギーの村内活用を推進し、災害時のエネルギー供給の安定化を図ること

で、より安全で強靭な地域づくりを目指します。 
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 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
防災基盤の整備
と災害情報の発
信 

・災害に強い村づくりを推進するた
め、消防水利設備を整備するとと
もに、防災行政無線の更新等の災
害情報伝達体制の強化を進めま
す。 

 

・防災基盤整備事業 

・防災行政無線更新事業 

・消防用設備等更新事業 

2 
地域防災力の強
化 

・地域防災力の向上のため、村民に
対し防災訓練への積極的参加を呼
びかけるとともに、より実践的な
訓練内容にするなどの工夫を行い
ます。 

〇 ・防災訓練事業 

３ 
消防団活動の充
実 

・消防団への入団促進を図り、消防
操法大会への出場、男鹿地区消防
署大潟分署との合同訓練の実施等
を行うことで、消防団の機能強化
を図ります。 

  

4 
防災関係計画の
改訂 

・地域防災計画、業務継続計画や国
保保護計画などの防災・安全計画
の実情に合わせた改訂を行い、地
域防災力の向上を図ります。 

〇 
・防災計画等改訂事業 

・国民保護計画改定事業 

５ 
常備消防（男鹿潟
上南秋消防組合）
との連携 

・防災力向上のため、男鹿潟上南秋
消防組合と様々な手法により緊密
な連携体制を構築します。 

  

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
日頃から防災用品を備蓄し、防災訓練に積極的に参加して、災害への備えを万全にしま
しょう。 

【地 域】 
いざという時に支え合えるよう、平常時から地域のつながりを深め、地域防災力を高め
ましょう。 

【事業者】 
消防団活動の重要性を理解し、従業員の入団に協力するなど、地域防災に貢献しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 防災行訓練への参加人数 6年度 85人 150人 生活環境課 

2 
消防団の充足率 
（定数に対する） 

6年度 68.7% 80.0% 生活環境課 

3 
「災害に備えた村づくり
が進んでいる」と感じて
いる村民の割合 

6年度 41.2% 65.0% 
村づくり計画アンケート＊「と

てもそう思う・どちらかといえ
ばそう思う」の割合 
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施策５-６ 防犯・交通安全の推進 

（防犯・交通安全） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 防犯活動、交通安全活動により、犯罪や交通事故に巻き込まれない、安全・安心

な暮らしができています。 

■ 消費者被害防止のための啓発や相談を通じて、被害の未然防止、救済につながっ

ています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

○ 誰もが安心して暮らせる村づくりのためには、警察や行政、家庭、学校、事業者等、

地域が一体となって取り組む必要がありますが、担い手不足の課題もあり、地域団体

の活動負担が増大しているため、見直しが必要です。 

○ 防犯対策では、特殊詐欺など知能的な犯罪が増加しているほか、消費者被害も複雑化

しており、情報収集と相談体制の強化、啓発活動が重要となっています。 

○ 交通安全対策においては、村内で飲酒運転や交通事故が発生しているため、交通安全

意識のさらなる向上が必要です。 

○ 近年は高齢者ドライバーによる交通事故も多くなっており、歩行者、運転者の両方に

対する対策が求められています。 

 
 

■ 現況に関連するデータ 

 
 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

安全・安心な暮らしの確保(交通安全・防犯対策など) 42.2% 79.0% 

 
 

■ ワークショップでの提言 
交通安全の啓発を効果的に進めるため、地域の各組織同士の連携を強化し、啓発活動
を体系的に計画・実施することが重要です。村民に対してはチラシを活用した情報提供
を行い、交通安全への意識向上を図ります。さらに、村外から訪れる方々に対しては、
白線などの視覚的な注意喚起を充実させ、安全運転を促進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

項目 出典

大潟村刑法犯認知件数 8 件 5 件 3 件 3 件 生活環境課

交通事故発生件数 64 件 61 件 73 件 90 件 生活環境課

R3年 R4年 R5年 R6年
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 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
交通安全対策の
推進 

・交通事故防止のため、引き続き各季交通安全運
動を実施し、交通ルールの遵守や意識向上を図
るとともに、横断歩道の設置や標識の修理等が
必要と考えられる箇所の安全対策について、必
要に応じて秋田県公安委員会に要望していきま
す。 

・高齢者が運転免許証を自主返納しても移動に困
らないよう、交通安全の啓発と併せて、公共交
通による移動手段や交通機関利用時の支援に係
る各種情報を発信します。 

〇 ・交通安全・防

犯対策事業 

2 防犯対策の推進 

・地域団体と協力した防犯活動や村内防犯カメラ
による犯罪被害の速やかな認知により、防犯体
制の強化と犯罪被害の抑止を図ります。 

・村民の防犯意識の向上や近年複雑化する犯罪被
害に対応するため、防犯情報を発信します。 

〇 ・交通安全・防

犯対策事業 

3 
地域団体活動の
見直し 

・大潟村安全安心ネットワークに加入している地
域団体の構成員１人ひとりが無理なく積極的に
交通安全・防犯活動に取り組めるよう、活動内
容や方針の見直しを行います。 

〇  

4 
消費者被害の防
止 

・消費者被害防止に関する啓発により、消費者ト
ラブルの未然防止に努めます。加えて近年複雑
化する消費者トラブルに関する情報収集を行
い、相談体制の強化を図ります。 

〇 
・消費者行政

推進事業 

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
交通ルールを常に守り、安全運転を心がけましょう。自宅の戸締まりなど、自らの身を
守る防犯対策も徹底しましょう。 

【地 域】 
地域の防犯パトロールや交通安全運動に協力し、安全・安心な地域をみんなでつくりま
しょう。 

【事業者】 
従業員への交通安全指導を徹底し、地域の防犯活動にも積極的に協力しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 交通事故発生件数 6年度 87件 61件 生活環境課 

2 大潟村刑法犯認知件数 6年度 10件 3件 生活環境課 

3 
「防犯対策が整っており、
治安がよい」と感じている
村民の割合 

6年度 48.3% 65.0% 
村づくり計画アンケート＊

「とてもそう思う・どちらか
といえばそう思う」の割合 
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基本目標６ 信頼と期待に応える行政、みんなで築く村 

施策６-１ 協働と参画の村づくり 

（村民協働・参画・地域コミュニティ・自治会活動） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 村民一人ひとりが地域の課題に関心を持ち、行政と協働して村づくりに取り組む

姿勢が育まれています。 

■ 時代の変化や自治会の状況に合わせた主体的な自治会活動が継続され、各種団体

の活動や世代間交流が活発に行われています。 
 
 
 

 施策を取り巻く環境 

○ 村政のより良い実現に向け、村民一人ひとりの多様な意見やアイデアを積極的に取り

入れるため、既存のワークショップやアンケート調査に加え、オンライン意見募集の

場を拡充するなどして、幅広い村民参画の機会を増やしていきます。これにより、村

民が主体的にまちづくりに関わりやすい環境づくりを進め、行政と村民の信頼関係を

一層強化します。 

○ 一方で、各種団体代表者等への会議出席依頼の頻度が高く、負担感があるため、参画

の手法の工夫が求められます。 

○ 自治会活動については、高齢化や生活様式の変化等により、活動が負担になっていると

いう声がありますが、世代間交流を含め自治会活動は必要であるとの意見も多く、時代

の変化や自治会の状況に合わせた持続可能な活動を継続していく必要があります。 

 
■ 現況に関連するデータ 

 
 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

協働意識の醸成と村づくりへの参加機会充実 20.9 48.0 

 

■ ワークショップでの提言 

高齢化や住区世帯の減少により、花いっぱい運動や草刈り、側溝泥上げなどの環境整

備活動の負担が増していますが、自治会は住民同士の交流の場として重要であり、環境

美化や防犯の観点からもこれらの活動は欠かせません。したがって、規模の縮小など工

夫を図りながら、住区活動を継続することが求められます。 

また役場は、自治会の負担となっている会議委員選出の仕組みを整備するとともに、

自治会活動における交流の価値や意義を広く伝える必要があります。 

住みよい地域づくりのために自治会活動の持続可能な方法で継続し、より効果的な地

域コミュニティの形成を目指します。 

項目 出典

村づくり懇談会参加者数 11 11 人 16 人 15 人 総務企画課

R3年 R4年 R5年 R6年

74



  

 

 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

１ 
村民の意見収集・
政策への反映 

・パブリック・コメント制度や審議会
等における委員公募制度により、各
種行政計画等に村民の意見や提言
を反映させ、村民と行政の協働の村
づくりを推進します。 

・村づくり懇談会を開催し、村民と意
見交換を行うとともに要望等を収
集します。 

  〇 ・村づくり懇談会 

２ 

行政に関する各
種会議等への参
画依頼方法の見
直し 

・団体の長等に各課で依頼している
各種会議等の出席依頼について、要
請頻度が多く村民の負担感が高い
ため、依頼回数等の見直しを図りま
す。 

 

 

３ 

自治会・コミュニ
ティ組織の活動
に対する支援及
び自治会活動の
意義についての
啓発活動 

・各自治会の共同活動や交流事業へ
の支援、コミュニティ施設の適正管
理により、地域のつながりの深化を
図ります。 

・自治会長連絡協議会や花いっぱい
推進協議会において、自治会活動を
通じた地域づくりや住民同士の助
け合いの重要性について啓発を行
います。 

○ 
・コミュニティ推進事業 

・花いっぱい運動 

４ 
各種団体の活動
に対する支援 

・各種団体の活動支援により、地域の
多様な活動を促進し、世代間交流が
活発な地域を形成します。 

〇 ・各種団体への活動支援 

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
村づくりに関心を持ち、懇談会や地域行事に積極的に参加して自分の意見を伝えましょう。 

【地 域】 
地域課題の解決に向けて村民同士の交流を活発にし、多様な活動を企画・実施しましょう。 

【事業者】 
地域のイベントや活動に協力し、従業員の地域貢献活動への参加を奨励しましょう。 

 

 目指す目標値 
  

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 村づくり懇談会への参加人数 7年度 29人 40人 総務企画課 

2 
「地域活動（自治会・地域行事・
防災活動等）への参加が盛んであ
る」と感じている村民の割合 

7年度 53.0人 57.0人 

村づくり計画アンケート＊

「とてもそう思う・どちら
かといえばそう思う」の割
合 
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施策６-２ 大学との連携、多文化共生の推進 

（大学連携・多文化共生） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 連携協定を締結している大学の個性や専門性を活かし、連携して村づくりが行わ

れています。 

■ 地元の大学である秋田県立大学の学生と地域との交流が活発に行われ、村の行事

やイベントに多くの学生が参加しています。 

■ 国際交流活動を通じて、多文化共生への理解を促し、国際感覚豊かな広い視野を

持つ人材が育っています。 
 
 

 施策を取り巻く環境 
 

大学との連携 

○ 村はこれまで、秋田県立大学をはじめ複数の大学と連携協定を結び、様々な分野で事

業を進めてきました。専門分野での連携は進んでいますが、学生と地域村民との交流

という面では未だ課題があり、特に地元の県立大学とは、学生がもっと気軽に村づく

りに参加できるような仕組みづくりが求められています。 

○ こうした「知」の連携をさらに深化させるため、秋田県立大学と大潟村の新たな事業

として、より実践的な「寄附講座」や、社会人を対象とした就農するにあたっての育

成支援の取組など、地域課題の解決と人材育成に直結する取り組みを進めていきます。 
 

多文化共生 

○ 村では国際交流員や、大潟村国際交流協会が主体となって、異文化理解を促進するた

めの講座やイベントを実施しています。 

○ 活動を通じて村民の国際感覚を高め、多文化共生への理解を深めることが、これから

の地域づくりにおいて重要となります。 

 
 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 
協定に基づく連
携強化 

・地域の課題に目を向けて教育・研究・社
会貢献を進める大学や企業との連携を
図りながら、地域の課題解決に向けた取
組をすすめていきます。 

・大学が村内で行うフィールドワークや
交流活動に対する助成を行い、地域の活
性化を推進します。 

〇 ・大学等との包括連携

協定事業 

2 
県立大学の活動
支援 

・学生寮で生活する学生は村の地域活性
化に寄与するとても貴重な存在です。学
生が寮で生活しやすい環境をつくり、活
動に対する支援を行っていきます。 

〇 
・秋田県立大学「清新

寮」支援事業 
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番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

3 
村民と学生の交
流促進 

・学生が自治会活動や地域行事、お祭りな
どに参加してもらえるような仕組みづ
くりを検討し、学生と住民協働の村づく
りを進めます。 

〇  

４ 国際交流の推進 

・大潟村国際交流協会の活動支援を行い、
多様な文化理解と相互交流を促進する
とともに、村民の国際感覚を養い、共生
社会の実現を目指します。 

・こども達が多様な価値観に触れ、国際感
覚、コミュニケーション能力の向上を目
的に、子ども海外交流事業を支援しま
す。 

 
・国際交流推進事業 

・子ども海外交流支援
事業 

5 
デンマークとの
交流 

・「世界一幸福な国｣といわれるデンマー
クの教育や文化等の交流を行い、国の
仕組みや人々の考え方等を学んで村づ
くりに役立てます。また、国際交流員を
配置し、異文化や言語を学ぶ講座やイ
ベント等を通じて、村民の異文化理解
を促します。 

・サムソ市との国際交流や国際理解教育
等の活動を通じて、村民の国際感覚の醸
成を図り、グローバルな人材の育成に努
めます。 

〇 
・協働交流都市協定事

業 

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
県立大学の学生を「地域の若者」として温かく迎え、積極的に交流を深めましょう。 
国際交流に関心を持ち、イベントや講座に積極的に参加しましょう。 

【地 域】 
大学の専門性を活かし、地域の課題解決について学生たちと一緒に考えましょう。 
多様な文化に触れ、異なる背景を持つ人々を受け入れる寛容な心を育みましょう。 

【事業者】 
学生のインターンシップを積極的に受け入れ、未来の担い手とのつながりをつくりま
しょう。 
外国人従業員が働きやすい環境を整え、地域での多文化共生を推進しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 連携による実践事業数 
4～6 
年度 

12件 12件 
総務企画課 ＊各課による計

画期間の延べ事業数 

2 村政への学生参画数 
4～6 
年度 

69人 80人 
総務企画課 ＊イベントボ

ラ、選挙立ち合い含む 

3 デンマークとの相互交流回数 7年度 0回 1回 総務企画課 
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施策６-３ デジタル化と情報発信の強化 

（自治体ＤＸ・広報広聴） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 生活情報を迅速に発信するとともに、すべての村民が必要な情報を受け取ること

ができます。 

■ 自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）による行政手続きのデジタル

化が図られ、デジタル技術を活用したサービス導入により、行政サービスの向上

が図られています。 

 

 施策を取り巻く環境 
 

○ ホームページや SNS などを活用し、くらしの情報やイベント等の周知の他、災害時

の情報伝達など、情報発信のデジタル化を進めています。また、多様化するツールの

整理・活用に対応するため、急速なデジタル化に対応できる職員の人材育成に努める

必要があります。 

○ 広報誌「広報おおがた」は全戸配布されていますが、段階的なデジタル化に向けた対

応が求められています。一方で紙面を必要とする村民も多くいることから、情報格差

が生じないよう伝達方法の多重化も同時に推進していきます。 

○ 行政手続の効率化や村民サービスの向上のため、ＤＸの計画的な推進も重要となり

ます。 

 
■ この施策に関連する村民アンケート結果 

      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

ICTを活用した情報配信の促進 32.8% 64.6% 

 
 
 

 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

1 広報の充実 

・村民の利便性の向上を図るため、毎
月第 1金曜日の広報おおがた発行に
併せ、公式ホームページにも掲載し
ます。 

・村民に伝わりやすい広報となるよ
う、内容や良好なデザインの充実に
努めます。 

〇 ・広報おおがた印刷事業 
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２ 

ホームページや
SNS 等によるタ
イムリーかつス
ピーディーな情
報発信と発信機
能の充実 

・ホームページや SNS等を活用し適
正かつ迅速な情報発信に努めると
ともに、どの職員でも操作が可能と
なるようマニュアル等の整備や運
用方法の整理を行います。 

・より多くの村民に必要な情報が伝
わるよう、発信機能やWebデザイ
ンを随時見直すとともに必要に応
じて機能拡充を行います。 

・村公式 LINE の機能拡充を図りま
す。 

〇  

３ 
DX による村民サ
ービスの向上 

・オンライン申請、コンビニでの証明
書交付など、村民生活の利便性向上
のため、デジタル技術を活用した新
たなサービスの導入を計画的に進
めます。 

〇  

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
村が発信する広報や SNS などの情報に関心を持ち、必要な情報を積極的に収集しま
しょう。 

【地 域】 
地域の情報を SNS で発信するなど、行政と連携して地域からの情報発信を活発にしま
しょう。 

【事業者】 
自社のウェブサイトや SNSで村の情報を共有するなど、情報発信に協力しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 村公式 LINE の登録者数 7年度 656人 1,100人 総務企画課 

2 
行政手続のオンライン申請
の年間利用件数 6年度 3,981件 4,500件 

総務企画課 ＊ぴったりサービ

ス・LOGOフォーム・施設予
約・ｺﾝﾋﾞﾆ交付 
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施策６-４ 信頼と期待に応える行政運営 

（行財政運営） 

［ 施策の方向性 ］ 

■ 社会情勢の変化や村民ニーズに柔軟かつ的確に対応できる機能的な組織運営が

行われています。 

■ 職員一人ひとりの能力が最大限に発揮され、村民から信頼される人材が育成される

仕組みが確立されています。 

■ DXを推進し、庁内業務において資料のデジタル化や業務効率化を図ります。 

■ 中長期的な財政見通しを踏まえながら、健全な財政運営に努めています。 
   

 施策を取り巻く環境 
 

○ 多様化・複雑化する行政ニーズに対応し、限られた人員で質の高いサービスを提供する

ためには、計画的な人材確保と育成、職員が意欲を持って働ける職場環境づくりの整備

が必要であり、人事評価制度の充実や、最適な人事配置等の適正な行政組織体制を推進

します。 

○ 職員の能力が存分に発揮されるためにも、仕事と家庭生活の両立が不可欠であり、育

児や介護など様々な事情を抱える職員が働き続けられる環境整備も必要です。 

○ 財政面では、公共施設やインフラの老朽化対策に加え、国営・県営土地改良事業の実

施に伴う将来負担も見据えた、長期的な視点での健全な財政運営が求められています。 

○ 急速に進展するデジタル化に対応するため、デジタル分野の研修の充実やデジタル人

材等、行政需要に対応できる人材の育成に取り組む必要があります。 

 

 

■ 現況に関連するデータ 

  

 

 

 

■ この施策に関連する村民アンケート結果 
      (「満足している・比較的満足している」と回答した率及び「重要だと思う・比較的重要だと思う」と回答した率) 

項目 
満足・ 
比較的満足 

重要・ 
比較的重要 

公共施設等、村有財産の有効活用・適正管理 25.2% 60.6% 

将来を見据えた行財政改革 22.8% 62.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 出典

研修参加人数 88 人 89 人 121 人 102 人 総務企画課

R3年 R4年 R5年 R6年
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 村の主な取り組み 
 

番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

１ 
働き方改革を下
支えする組織づ
くり 

・職員一人ひとりが成長実感や業務
に対する納得感を得て働くことが
できる職場を目指し、事業や業務の
廃止や見直しを行い、職員が本質的
な業務に注力できる環境を整備し
ます。 

  

2 
多様な職員研修
の実施 

・職員の知見を広げるため、研修情報
を随時提供し積極的な受講を促しま
す。また、庁舎にいながら研修が受
けられるオンライン研修の受講を呼
びかけることで研修機会のさらなる
充実を図ります。 

 ・職員研修事業 

3 
行政委員研修の
実施 

・村づくりに携わる行政委員の資質
向上のため、先進的事例を学ぶ研修
を継続して実施します。 

 

・議員研修 

・農業委員研修 

・教育委員研修 

・選挙管理委員会研修 等 

4 
横断的職員プロ
ジェクトチーム
の活用 

・各種計画策定等のみならず、横断的
に所属間での協力や合意形成が必
要な事業等に、柔軟にプロジェクト
チームを設立できるよう、普段から
所属間のコミュニケーションや連
携を図っていきます。 

〇  

5 
行政DXの推進に
よる業務効率化 

・ICTを活用し、行政手続きの簡素化
や内部行政事務の効率化を推進し
ます。 

・DXの推進に係る各事業の実施にあ
たっては、散発にならないよう大局
的なルールを定め、部署間で連携し
ながら計画的に進めることで最大
限の効果が得られるよう努めます。 

・引き続き町村電算共同システムの
導入による業務効率化とコスト削
減を図ります。また、構成団体で自
治体 DX推進に向け情報を共有し、
取り組みを検討します。 

〇 

･庁内ネットワーク保守管理
事業（DX関係） 

･秋田県町村電算システム共
同事業組合事業 

6 
行政保有情報資
産の適正な管理 

・個人情報等の情報資産については、
引き続き情報漏洩の防止に努める
とともに、職員のコンプライアン
ス、情報セキュリティ対策研修を実
施します。 

・村が保有する統計データのうち、公
開可能のものについてはオープン
データとして HP等で公表し、官民
協働の取り組みや地域課題の解決
に役立てられるよう努めます。 

〇  

7 健全財政の確立 

・財政指標を注視しながら、長期的な
視点で財政推計を行うとともに、村
民ニーズに適応できうる効果的か
つ効率的な財政運営に努めます。 

・税の公正公平な課税及び徴収に努
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番
号 

取り組み 取り組み内容 
創生戦略
との関連 

実施事業 

めます。口座振替、コンビニ収納、
電子マネー決済等公金収納の多様
化に対応し、自主財源の確保に努め
ます。 

8 
公共施設の効率
的運用と適正管
理 

・公共施設の計画的管理による修繕、
維持補修を実施するほか、未活用施
設の廃止等、適正管理に努めます。 

〇  

9 
村有財産の有効
活用の推進 

・未利用村有地の売却や貸付等、有効
活用を図ります。 

・各公共施設における施設使用料に
ついては、社会経済情勢を考慮した
見直しを行い、受益者負担の適正化
に努めます。 

〇  

 
 

 わたしたちにできること（村民・地域・事業者に期待する役割） 

【村 民】 
行政が提供するオンライン申請など、デジタル技術を活用したサービスを積極的に利用
しましょう。 

【地 域】 
地域の課題について行政と情報を共有し、効率的な解決策を一緒に考えましょう。 

【事業者】 
指定管理者として公共施設の運営を担うなど、民間ならではのノウハウで効果的・効
率的な行政サービスに協力しましょう。 

 
 

 目指す目標値 
 

No 指 標 名 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

(令和 11年度) 
備考 

1 
職員研修事業費を活用した
研修への職員参加率 6年度 46.0% 75.0% 

総務企画課 *全体研修を除き職員

ひとりにつき 1 研修以上。特別職

及びこども園職員は除く 

2 
町村電算共同システム導入
によるコスト削減効果率
（システム改修費） 

6年度 23.1% 40.0% 総務企画課 
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第４部 横断的戦略 

（大潟村コミュニティ創生戦略） 

 

１ 横断的戦略とは 

第３部前期基本計画の施策と密接に連携しながら、新たな地方創生 2.0の考え

方を取り入れ、まち・ひと・しごと創生法第 10条に基づく「大潟村コミュニティ

創生戦略」として掲げる取り組みを、第４部では「横断的戦略」として位置づけ

ています。 

基本計画に掲げられた多くの施策が、大潟村コミュニティ創生戦略において推

進すべき施策と重複しているため、これらを統合的に捉え、一体的に推進する必

要があります。そのため、共通する施策を抽出し、横断的戦略として体系化して

取り組んでいきます。 

 

 

２ 地方創生 2.0について 

※地方創生 2.0は、人口減少が進む地域を活性化するため、地域の実情や人口動

態などのデータに基づき、多様な主体と連携しながら、地域の多様な資源や技術

を活用して、経済の成長と豊かな生活環境の両立を図り、持続可能なまちづくり

と活力ある地域社会の実現を目指す取組です。 

国の地方創生 2.0基本構想では、次の「政策の５本柱」を中心に展開されます。 

① 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 

② 稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生 

③ 人や企業の地方分散 

④ 新時代のインフラ整備とＡＩ・デジタルなどの新技術の徹底活用 

⑤ ※広域リージョン連携 

 

※地方創生 2.0： 

内閣府が中心となり、地方創生に関する関係省庁が連携して策定した政策枠組みで、経済成長と豊かな暮らしの両立を目

指し、地域の実情や人口動態などのデータに基づき、地域ごとの課題解決と持続可能な発展を支援する。地方公共団体が

主体的に戦略を策定・実施することを促し、国は制度面や資金面での支援を行う役割を担う。自治体は、自らの地域特性

やデータを踏まえた戦略を策定・推進するとともに、関係機関や住民と連携して地域活性化に取り組むことが求められて

いる。 

※広域リージョン連携： 

人口減少が進む中、県境を越えて複数の地方自治体・企業・大学などが一体となり、産業振興や観光、研究開発など地域

課題の解決と成長を目指す、政府が支援する新たな枠組み。 
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第2期大潟村コミュニティ創生戦略（人口の将来展望）

（人）
2040年 推計人口

1,594人

2060年 推計人口

 
 

３ 目標将来人口 
 
 

総人口の推移状況として、第 2 期大潟村コミュニティ創生戦略では、戦略に基づく取

組により人口減少の速度を抑制することで、令和 22年（2040）に 3,059人、令和 42

年（2060年）に 3,015人を維持することを長期目標として掲げています。 

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）に準拠した推計値では、令和 42年（2060）

の国立社会保障・人口問題研究所の推計（1,421人）と目標人口（3,015人）を比較す

ると、約 1,600人の差が生じています。 
 
 

図表 社人研準拠による推計（2015 年～2060 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 各推計の比較（総人口：2015 年～2060 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 社人研のデータをもとに大潟村作成 
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こうした状況を踏まえ、長期の目標人口推移を見直し、新たな大潟村総合村づくり計画

及び創生戦略のもと、安心してこどもを産み育てることができる支援や就業機会、定住促

進など、様々な施策に積極的に取り組むことによって、人口の減少に歯止めをかけていく

必要があります。 

新たな長期人口推計では、令和 42年（2060 年）に 2,000 人を維持することを目標

とします。 
 
 

将 来 人 口 の 目 標 値： 令和 42年（2060年）の総人口 2,004人 

令和 22年（2040年）の総人口 2,320人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 社人研のデータをもとに大潟村作成 

 

 

 

図表 本村独自による人口推計の設定条件 

推計シミュレーション 設定条件 

2060 年の人口を 2,000 人と 
設定した場合 

 
2040 年：2,320 人 
2060 年：2,004 人 

・合計特殊出生率 
2060年までに希望出生率 1.8まで増加すると仮定。 

・生残率・※純社会移動率 
社人研の仮定値による。 

・上記に加え、卒業後、子育て家庭等の若い世代、シニアの移住等
（Aターン）による移動の増加（2030年以降、15～44歳、60
～64 歳の各年齢層の合計で 15 人/年以上増）により人口減少
を抑制 

 

※純社会移動率： 

性別・年齢別の地域人口に対する他地域間との転入超過数の割合。（5年区間で算出） 
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現在：78.0％ ➡ 目標「  」 

現在：80.8％ ➡ 目標「  」 

現在：6.92点 ➡ 目標「  」 

 
 

４ 村づくりの基本指標（幸福感・暮らしやすさ・定住意向） 

 

新たな村づくりの達成度を測るための“ものさし”として、村づくりの基本指標を次の

とおり設定します。 
 
 
 

低 
幸福感 

 高 

 
 

                      
                      

0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 
 

※「とても幸せ」を 10 点、「とても不幸」を 0 点とした場合の、全回答者の平均点 
 
 
 

低 

※総合的な暮らしやすさ 
 高 

 
 

                      
                      

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

※「暮らしやすい」、「どちらかといえば暮らしやすい」と回答した方の割合 
 
 
 

低 

※定住意向 
 高 

 
 

                      
                      

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

※「ずっと住むつもりである」、「当分転出するつもりはない」と回答した方の割合 
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５ 大潟村総合村づくり計画との関係 

本横断的戦略は、第３部前期基本計画と連動し、一体的に推進されるものです。

これまでの「大潟村コミュニティ創生戦略」と第３期大潟村総合村づくり計画を

一元化することで、施策間の連携をより強化し、計画全体の方向性を統一してい

ます。 

さらに、※数値目標を定め計画の方向性を明確にするとともに、最終目標達成ま

でのプロセスにおける進捗度合いを測るための※ＫＰＩを定めます。ＫＰＩについ

ては、第３部基本計画における目指す目標値との整合性をとることにより、※ＰＤ

ＣＡサイクルの効率的な運用を図ります。 
 

大潟村総合村づくり計画 と 大潟村コミュニティ創生戦略 の関係性 

第３期大潟村総合 

村づくり計画 

『継承と挑戦で未来を拓く 

 希望の大地』 

 
大潟村コミュニティ 

創生戦略 

（横断的戦略）  

基本目標１  

活力とにぎわいにあふれ、明日の農

業（産業）を拓く村 

 

戦略 1 

継承と挑戦で拓くしごとづくり 

（分野：産業・雇用・環境） 基本目標２  

希望育み、明るい未来を創る村 

 

基本目標３  

郷土に誇りを持ち、社会性豊かな人

を育む村 

 

戦略２ 

安心な暮らしを支えるまちづくり 

（分野：福祉・インフラ・防災・行財政） 
基本目標４  

いつまでも安心して自分らしく暮ら

せる村 

 

基本目標５  

豊かな環境を守り、安全で快適な暮

らしを支える村 

 

戦略３ 

 未来を担うひとづくり 

（分野：子育て・学び・定住・関係人口） 
基本目標６  

信頼と期待に応える行政、みんなで

築く村 

 

 
※数値目標： 

達成を目指す具体的かつ明確な成果指標のこと 

※ＫＰＩ：  

重要行政評価指標。 最終目標達成までのプロセスにおける進捗度合いを「数値」で測るための指標のこと。 

※ＰＤＣＡサイクル： 

 Plan（計画）、Do（実行）、Check（測定・評価）、Action（対策・改善）の仮説・検証型プロセスを循環させ、業務など

の改善や効率化を図る考え方。  
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戦略１：継承と挑戦で拓くしごとづくり 
 

■ 戦略目標 

○ 環境創造型農業による自然環境の保全・回復に努めるとともに、スマート農業を推進し、生産効率

の向上と持続可能な農業経営を図り、後継者の確保や担い手の育成に取り組み、基幹産業である農

業の持続可能な産業構造を確立します。 

○ 多様な働き方を実現し、起業を促進することで、新たな産業の創出と地域経済の活性化を図り、地

域全体に活力とにぎわいを生み出します。 

○ 「大潟村ネイチャーポジティブ宣言」に基づき、環境負荷軽減に取り組み、村の豊かな自然環境の

保全に努めます。 
 

戦略１：数値目標 

指 標 名 単位 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和 8年度） 
備考 

村内総生産額 億円 179.8 186.8 
秋田県市町村民経済計算 

「市町村内総生産」 

 
 

■ 重要業績評価指標（KPI） 

「第 4部 横断的戦略」は、第 3部基本計画の施策を横断し、人口減少社会における「地方創生 2.0」

の政策の柱に沿って設定されています。以下に、戦略目標の達成度を測る重要業績評価指標（KPI）を、

統計情報や事業量、そして基本計画の施策との整合性を図りながら提示します。 

No 指 標 名 単位 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

（令和 11年度） 
備考 

1 
有機農業推進事業への参加
農家戸数 

戸 6 266 354 産業振興課 

2 起業者数（累計） 人 6 1 3 産業振興課 

3 
先行地域事業導入設備等に
おける年間 CO2削減量 

t-CO２ 6 157 7,777 
再エネ推進交付金にお

ける実施状況報告等 

 

■ 実施施策 

施策の方向性 
(基本的方向) 

具体的施策（取り組みの方向性） 
関連する 
基本計画施策 

持続可能な農業の推
進 

１ 高収益作物生産への挑戦 施策 1-1 

２ 先端技術を活用した農業の生産効率向上と環境
創造型農業の推進 施策 1-1 

３ 後継者の育成と担い手の確保 施策 1-1 

地域産業の活性化と
雇用創出 

４ 商工業活性化・農産物等の国内外の販路拡大推進 施策 1-3 

５ 多様な人材確保と起業支援 施策 1-4 

６ 特産品開発とブランド化の推進 施策 1-4 

豊かな環境の創造 ７ 脱炭素先行地域への取組の推進と景観の保全  施策 5-1・施策 5-2 
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戦略２：安心な暮らしを支えるまちづくり 
 

■ 戦略目標 

○ 地域に暮らす人々が互いに支え合い、全世代が安心して自分らしく暮らせる地域社会を目指します。 

○ インフラ施設の適正な管理と更新や災害対応への体制整備、持続可能な移動手段の確保により、村

民の安全・安心な暮らしを確保します。 

○ デジタル技術を活用することで、行政サービスの向上を図り、村民の利便性を促進します。 
 

戦略2：数値目標 

指 標 名 単位 
現状値 

（令和 6年度） 
目標値 

（令和 11年度） 
備考 

幸福感 点 6.92 8.0 
村づくり計画アンケー（満点 10点

とした場合の全回答者の平均点） 

 
 

■ 重要業績評価指標（KPI） 

No 指 標 名 単位 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

（令和 11年度） 
備考 

1 特定健診等受診率 ％ 6 66.4 67.0 保健センター 

2 
農福連携ファーム作業延べ
参加者数 

人 6 610 700 福祉保健課 

3 
行政手続のオンライン申請
の年間利用件数 

件 6 3,981 4,500 
総務企画課 ＊ぴったりサー

ビス・LOGOフォーム・施設

予約・ｺﾝﾋﾞﾆ交付 

 
 

■ 実施施策 

施策の方向性 
(基本的方向) 

具体的施策（取り組みの方向性） 
関連する 
基本計画施策 

生活の安心と福祉
の充実 

１ 生涯にわたる健康づくりと予防医療の充実 施策 4-1 

２ 地域で支え合う社会の構築 施策 4-2 

３ 多世代交流と居場所づくり 施策 4-2 

４ 高齢者・障がい者が暮らしやすい環境づくり 施策 4-3・施策 4-4 

５ 多様性を認め合う地域社会の構築 施策 4-5 

６ インフラ施設の計画的な維持管理 施策 5-4 

７ 持続可能な公共交通システムの維持 施策 5-4 

８ 災害に強い村づくりと安全な生活基盤の確保 施策 5-5・施策 5-6 

協働・参画と持続
可能な行財政運営 

９ 村民との協働・コミュニティ活動の推進 施策 6-1 

10 知の連携と多文化共生の推進 施策 6-2 

11 デジタル化による行政サービス向上 施策 6-3 

12 社会情勢の変化等に対応するため、DX を活用
した効率的かつ柔軟な行財政運営 施策 6-4      
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戦略３：未来を担うひとづくり 
 

■ 戦略目標 

○ 妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援体制を整備し、安心して子どもを産み育てられる「こ

どもまんなか社会」を実現することで、若者や子育て世代が大潟村に定住し続ける魅力ある地域づ

くりを目指します。 

○ こどもたちが大潟村の歴史や文化を学び、地域の人々との交流を通じて、郷土愛を育み、健やかに

成長できる教育環境の充実を図ります。 

○ 移住定住の促進に加え、村外に居住しながらも村と継続的に関わる「関係人口」を重視し、様々な

分野で多様な人とのつながりを強化することで、新たな活力を呼び込みます。 
 

戦略3：数値目標 

指 標 名 単位 
現状値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和 11年度） 
備考 

出生数 人 14 15 福祉保健課 

 
 

■ 重要業績評価指標（KPI） 

No 指 標 名 単位 
現状値 
年度 

現状値 
目標値 

（令和 11年度） 
備考 

1 
結婚支援事業を通じた
成婚数の累計 

組 7 7  10  総務企画課 

2 
将来の夢や目標を持っ
ている児童生徒の割合 

% 7 88.3 90.0 
文部科学省「全国学力・学習

状況調査」(小 6・中 3対象) 

3 
交流宿泊等誘致件数(延
べ人数) 

人 6 2,054 3,200 産業振興課 

 

■ 実施施策 

施策の方向性 
(基本的方向) 

具体的施策（取り組みの方向性） 
関連する 
基本計画施策 

若者や子育て世代に
選ばれる環境整備 

１ 切れ目のない子育て支援 施策 2-1 

２ 出会いと結婚のトータルサポート 施策 2-3 

学びと世代間交流の
推進 

３ 園小中連携による教育の推進・郷土愛の醸成 施策 3-1 

４ 生涯学習と生涯スポーツの推進 施策 3-2・施策 3-3 

移住・定住の促進と
支援体制の強化 

５ 移住に関する相談体制の充実 施策 2-2 

６ 住環境の整備と空き家対策 施策 2-2 

関係人口の創出と 
多様な交流 

７ 関係人口の拡大と深化 施策 2-2 

８ 体験・滞在型観光の推進 施策 1-3・施策 3-3 

９ 生態系公園を活用した地域交流拠点の整備 施策 1-3 
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